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第一部【企業情報】 
  

第１【企業の概況】 
  

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

 （注）１．売上高には消費税等を含めていない。 

２．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益は、潜在株式がないため記載していない。 

３．第144期における従業員数（臨時工を除く）が第144期中に比し434名増加および第145期中における従業員数（臨時工を

除く）が第144期に比し508名増加したのは、子会社における事業拡充に伴う人員の増加等によるものである。 

４．第144期より固定資産の減損に係る会計基準を適用している。 

５．第145期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用している。 

  

 

回次 第143期中 第144期中 第145期中 第143期 第144期 

会計期間 

自平成16年 
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成18年
４月１日 
至平成18年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

自平成17年
４月１日 
至平成18年 
３月31日 

売上高 （百万円） 41,702 36,548 44,003 83,343 77,852

経常利益（又は経常損
失△） 

（百万円） △1,000 △69 43 △805 899

中間（当期）純利益
（又は中間（当期）純
損失△） 

（百万円） △1,030 1,347 △317 △13,100 2,192

純資産額 （百万円） 34,043 24,139 29,194 21,517 26,516

総資産額 （百万円） 110,702 96,078 109,748 98,026 103,339

１株当たり純資産額 （円） 175.35 124.35 133.04 110.84 136.61

１株当たり中間（当
期）純利益（又は１株
当たり中間（当期）純
損失△） 

（円） △5.30 6.94 △1.55 △67.47 11.29

潜在株式調整後１株 
当たり中間（当期） 
純利益 

（円） － － － － －

自己資本比率 （％） 30.7 25.1 26.2 22.0 25.6

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

（百万円） 1,289 1,046 291 △1,195 1,050

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

（百万円） △2,238 7,474 △4,500 237 5,584

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

（百万円） 1,061 △8,240 3,624 △521 △5,713

現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

（百万円） 6,195 5,132 5,216 4,740 5,793

従業員数 
（外、平均臨時工数） 

（人） 
3,005 
(476)

2,869
(741)

3,811
(803)

2,981 
(453)

3,303
(779)



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高には消費税等を含めていない。 

２．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益は、潜在株式がないため記載していない。 

３．第144期における従業員数が第144期中に比し462名増加したのは、子会社を当社に吸収合併したこと等によるものであ

る。 

４．第144期より固定資産の減損に係る会計基準を適用している。 

  

 

回次 第143期中 第144期中 第145期中 第143期 第144期 

会計期間 

自平成16年 
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成18年
４月１日 
至平成18年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

自平成17年
４月１日 
至平成18年 
３月31日 

売上高 （百万円） 31,258 31,803 38,778 64,595 67,519

経常利益 （百万円） 184 593 453 723 1,759

中間（当期）純利益
（又は中間（当期）純
損失△） 

（百万円） △199 990 △304 △13,507 1,608

資本金 （百万円） 17,278 17,278 19,278 17,278 17,278

発行済株式総数 （千株） 194,273 194,273 216,495 194,273 194,273

純資産額 （百万円） 34,779 23,191 27,604 21,064 25,298

総資産額 （百万円） 89,689 77,199 101,057 77,133 93,743

１株当たり純資産額 （円） 179.10 119.44 127.58 108.48 130.30

１株当たり中間（当
期）純利益（又は１株
当たり中間（当期）純
損失△） 

（円） △1.02 5.10 △1.48 △69.55 8.28

潜在株式調整後１株 
当たり中間（当期） 
純利益 

（円） － － － － －

１株当たり配当額 （円） － － － － 2.00

自己資本比率 （％） 38.8 30.0 27.3 27.3 27.0

従業員数 （人） 566 529 975 552 991



２【事業の内容】 

当社および当社の関係会社（当社および子会社38社、関連会社11社）においては、ケーブル事業、電装・光部品事業、機器部品

事業、先端製品事業の４部門に関係する事業を主として行っている。 

当中間連結会計期間における、各部門に係る主な事業内容の変更と関係会社の異動は概ね次のとおりである。 

  

（ケーブル事業） 

主な事業内容に変更はない。 

〈関係会社の異動〉 

   従来、連結子会社であった㈱ダイヤケーブルは、清算結了したため、当中間連結会計期間より連結子会社ではなくなった。 

  

（電装・光部品事業） 

主な事業内容および主な関係会社の異動はない。 

  

（機器部品事業） 

主な事業内容および主な関係会社の異動はない。 

  

（先端製品事業） 

主な事業内容および主な関係会社の異動はない。 

  

３【関係会社の状況】 

従来、連結子会社であった㈱ダイヤケーブルは、清算結了したため、当中間連結会計期間より連結子会社ではなくなった。 

  

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）１．全社（共通）として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであ

る。 

２．従業員数は、就業人員数を表示しており、出向受入者を含み、臨時工（パートタイマー）は当中間連結会計期間の平均

人員を（ ）内に外数で記載している。 

３．電装・光部品事業の従業員数（臨時工を除く）が前期末に比し480名増加したのは、子会社における事業拡充に伴う人員

の増加等によるものである。 

  

 

  平成18年９月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人）

ケーブル事業 847（239） 

電装・光部品事業 2,430（505） 

機器部品事業 287 （29） 

先端製品事業 65 （14） 

全社（共通） 182 （16） 

合計 3,811（803） 



(2）提出会社の状況 

 （注）従業員数は、就業人員数を表示しており、出向受入者を含み、臨時工（パートタイマー）は含まない。 

  

(3）労働組合の状況 

 当社グループにおいては、当社の労働組合として三菱電線工業労働組合が全日本電線関連産業労働組合連合会（日本労働組

合総連合会に所属）に加盟しているほか、グループ各社においても適宜労働組合が結成され、関係上部団体に加盟する等して

いる。 

 労使間の問題は平和裡に決定され、労使関係は極めて円滑に運営されている。 

  

  平成18年９月30日現在

従業員数（人） 975 



第２【事業の状況】 
  

１【業績等の概要】 

(1）業績 

当中間連結会計期間の国内景気は、原油などの原材料価格高騰の影響があったものの、民間設備投資と個人消費を中心に回復

基調を維持した。 

このような情勢下、当社グループは一丸となって、建設用電線や高周波ケーブルの生産性の向上や自動車用電装部品、高品質

シール部品等の拡販に努め、売上げの拡大を図った。また、中国の大連菱星汽車配件有限公司に第二工場を新設して自動車用

ハーネスの増産体制の準備を整えるとともにシール製品の製造を開始したほか、タイに自動車用電装部品の研究開発拠点を設置

するなど、海外生産・開発拠点を拡充・強化した。 

その結果、銅価高騰に伴い電線・ケーブルの販売価格が上昇したこともあって、当中間連結会計期間の売上高は前中間連結会

計期間と比べ20.4％増加の440億3百万円となった。 

損益面については、売上高の増加に伴い営業利益は2億73百万円（前中間連結会計期間は営業損失25百万円）、経常利益は43百

万円（前中間連結会計期間は経常損失69百万円）となった。 

特別損益としては、投資有価証券売却益１億53百万円を特別利益に計上し、貸倒引当金繰入額等として３億84百万円を特別損

失に計上した。 

以上の結果、当中間連結会計期間の中間純損失は３億17百万円（前中間連結会計期間は中間純利益13億47百万円）となった。 

なお、当社は、筆頭株主である三菱マテリアル㈱との資本提携関係を深めることにより、主原料である銅地金・加工品の安定

確保に加え、自動車用電装部品に関する共同開発など技術・人材面での一層の連携強化を図って事業展開を促進し、収益及び企

業価値の拡大を図ることを目的として、本年７月に同社を割当先とする第三者割当増資を実施し、総額39億99百万円の資金を調

達した。 

  

（ケーブル事業） 

ケーブル事業は、建設用電線をはじめとする民間設備投資向けの電力用電線の需要が増加したうえに、銅価高騰に伴う販売価

格の上昇により、前中間連結会計期間の売上げを大きく上回った。さらに、高周波ケーブルは携帯電話基地局向けに売上げが大

幅に増加した。この結果、ケーブル事業の売上高は、前中間連結会計期間比45.5％増加の237億72百万円となった。 

  

（電装・光部品事業） 

電装・光部品事業は、自動車用コネクタ部品の売上げが減少したものの、自動車用ハーネスや半導体関連産業向けの光部品の

売上げが堅調に推移した。この結果、電装・光部品事業の売上高は、前中間連結会計期間比0.8％増加の134億51百万円となっ

た。 

  

（機器部品事業） 

機器部品事業は、半導体や油・空圧の関連産業の設備投資が旺盛であり、シール製品の売上げが増加した。また、極細平角線

（商品名：MEXCEL）がデジタル家電製品やゲーム機等において幅広く採用され、売上げが増加した。この結果、機器部品事業の

売上高は、前中間連結会計期間に比べ6.1％増加の64億42百万円となった。 

  

（先端製品事業） 

先端製品事業は、床暖房システム、ロードヒーティング及びリチウム電池が価格競争の激化等の影響で売上げが大幅に減少し

た。この結果、先端製品事業の売上高は、前中間連結会計期間に比べ44.4％減少の９億22百万円となった。 

  

 



（注）１．売上高等には消費税等を含めていない。以下についても同様である。 

２．上記ケーブル事業、電装・光部品事業、機器部品事業および先端製品事業の売上高には、セグメント間の内部売上高

又は振替高を含めている。 

  

(2）キャッシュ・フロー 

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、52億16百万円（前中間連結会計期間末は51

億32百万円）となり、前連結会計年度末に比べ5億77百万円の減少となった。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の

とおりである。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  当中間連結会計期間における営業活動の結果、資金は2億91百万円の収入（前中間連結会計期間は10億46百万円の収入）となっ

た。主な要因は、税金等調整前中間純損失が1億87百万円となったこと、売上債権の増加による資金の減少が32億70百万円あった

こと、棚卸資産の増加による資金の減少が19億27百万円あったこと、一方、仕入債務の増加による資金の増加が58億49百万円

あったこと等による。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  当中間連結会計期間における投資活動の結果、資金は45億円の支出（前中間連結会計期間は74億74百万円の収入）となった。

主な要因は、設備投資等による有形固定資産の取得による支出が48億5百万円あったこと、一方、投資有価証券の売却による収入

が2億11百万円あったこと等による。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  当中間連結会計期間における財務活動の結果、資金は36億24百万円の収入（前中間連結会計期間は82億40百万円の支出）と

なった。これは株式の発行による収入が39億99百万円あったこと等による。 

  

２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 （注）１．セグメント間の取引については相殺消去している。 

２．生産金額は、製品の大半が受注生産であるので受注価格によっているが、一部見越品については販売標準価格によって

算出した。 

  

 

事業の種類別セグメントの名称 
当中間連結会計期間

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前年同期比（％） 

ケーブル事業（百万円） 19,249 45.8 

電装・光部品事業（百万円） 12,145 △5.5 

機器部品事業（百万円） 5,688 4.4 

先端製品事業（百万円） 895 △31.3 

合計（百万円） 37,978 15.8 



(2）受注実績 

 （注）セグメント間の取引については相殺消去している。 

  

(3）販売実績 

 （注）１．セグメント間の取引については相殺消去している。 

２．前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は

次のとおりである。 

（注）前中間連結会計期間については、販売実績の総販売実績に対する割合が100分の10未満であるので記載を省略してい

る。 

  

３【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当社グループ（当社および連結子会社）が対処すべき課題について、重要な変更はない。 

なお、当社グループでは、特にコア事業と位置づけている電装部品、機器部品等の成長性と収益力のある分野への戦略的な事業

展開を促進し、事業基盤の強化と業容の拡大を図っていく。 

ケーブル事業については、顧客のニーズを的確に把握し、当社固有の技術をベースにした製品を提案して新たなビジネスチャン

スの獲得を目指していく。また、コスト低減を一層推進するとともに、銅価格変動リスクの軽減に努め、強固な収益体質の確立に

努めていく。 

電装・光部品事業においては、中国・大連菱星汽車配件有限公司におけるワイヤーハーネスの生産拡大を軌道に乗せるととも

に、インドネシアでの生産体制を拡充、あわせて海外物流体制の整備に努め、コスト競争力を強化していく。また、自動車用電装

部品の光化、ハイテク化に対応すべく、三菱マテリアル㈱と共同で両社の保有する技術を融合した新製品・新技術の開発を推進し

ていく。 

機器部品事業については、箕島製作所に導入した高品質シール部品の一貫生産ラインである「クリーンモールディングプロセ

ス」を活用して製品の拡販に注力するとともに、中国の大連菱星汽車配件有限公司での汎用シール部品の量産化を軌道に乗せ、国

内外での生産体制の拡充を強力に推進していく。また、欧米や中国等の海外マーケットの開拓にも努め、グローバルな事業展開を

図っていく。 

先端製品事業では、昨年末に完成した実証プラントにおいて、近紫外発光ダイオード（ＬＥＤ）の量産化技術等の検証を進め、

将来の事業化に向けて鋭意努力していく。 

事業の種類別セグメントの名称 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

受注高(百万円) 前年同期比(％) 受注残高(百万円) 前年同期比(％) 

ケーブル事業 24,112 52.6 6,618 37.3 

電装・光部品事業 13,552 2.1 500 25.9 

機器部品事業 6,749 10.0 2,050 23.6 

先端製品事業 988 △45.0 986 10.7 

合計 45,402 22.7 10,156 30.7 

事業の種類別セグメントの名称 
当中間連結会計期間

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前年同期比（％） 

ケーブル事業（百万円） 23,194 49.8 

電装・光部品事業（百万円） 13,445 0.8 

機器部品事業（百万円） 6,442 6.1 

先端製品事業（百万円） 920 △44.4 

合計（百万円） 44,003 20.4 

相手先 

前中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％） 

㈱フジクラ・ダイヤケーブル - - 7,162 16.3



なお、当社グループは、関連法令・社会規範を遵守した企業活動の実行に努めてきた。今後もコーポレートガバナンスの強化、

コンプライアンスやリスク管理の徹底を図り、透明かつ健全で、チャレンジ精神を持った事業活動を推進し、企業価値の向上に努

めていく。 

  

４【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はない。 

  

５【研究開発活動】 

当社グループ（当社および連結子会社）では研究開発を企業の礎と位置づけ、現業分野に加え今後成長が期待できる新規分野に

ついての研究開発を積極的に推進している。 

研究開発は、当社の総合研究所、電線システム部、通信技術部、ネットワーク機器技術部、福井製作所高周波技術部、箕島製作

所技術開発部、宇都宮工場機器部品開発センター、電装技術本部第一システム設計部・第二システム設計部・電装技術開発部・自

動車電線開発部、光・電子デバイス本部電装システム開発部・光部品開発部などのほか、各関係会社の技術・開発部門により推進

され、グループ全体のスタッフは約280名である。 

当中間連結会計期間における各事業部門別の研究目的、主要課題、研究成果は次のとおりである。なお、研究開発費には基盤技

術の研究費用119百万円が含まれており、当中間連結会計期間の研究開発費の総額は603百万円である。 

  

（ケーブル事業） 

主に当社の総合研究所、電線システム部、通信技術部、ネットワーク機器技術部、福井製作所高周波技術部が中心となって、機

器用電線・付属品、保守用計測器、高周波ケーブル、光送受信モジュールなど各種デバイスおよびこれらを複合したＬＡＮシステ

ムなどの開発を行っている。 

当中間連結会計期間の主な成果として、「原子力発電所向け各種コネクタ」の開発、「オーディオ用ケーブル」のシリーズ化、

「アーク対策トロリ線」の開発、「リサイクル型光ケーブル」の開発、「広帯域漏洩同軸ケーブル」の開発などがある。 

当事業に係る研究開発費は60百万円である。 

  

(電装・光部品事業) 

主に当社の総合研究所、電装技術本部第一システム設計部・第二システム設計部・電装技術開発部・自動車電線開発部、光・電

子デバイス本部電装システム開発部・光部品開発部が中心となって、車載電子部品・システム、自動車用ハーネスおよび部品、光

ファイバ部品などの研究開発を行っている。 

当中間連結会計期間の主な成果として、「パーキングサポートシステム」のシリーズ拡充、ハーネスジョイントの生産効率アッ

プを実現する「ハーネスジョインタ」の開発、「新構造グリップヒーター」の開発、「高出力レーザ伝送用光ファイバ」の開発な

どがある。 

当事業に係る研究開発費は216百万円である。 

  

(機器部品事業) 

主に当社の総合研究所、箕島製作所技術開発部、宇都宮工場機器部品開発センターが中心となって、シール部品、ゴム・樹脂系

部品、電波吸収体、極細平角絶縁電線などの研究開発を行っている。 

当中間連結会計期間の主な成果として、半導体製造装置関連、医療機器関連、航空用および宇宙開発用の「ゴム・樹脂製品」や

各種「シール類」の開発、「空気圧機器用シール」の開発、「塗装機用シール」の開発、「下水処理場散気用メンブレン」の開

発、無線ＬＡＮ対応の「周波数選択性反射シート」の開発、極細平角線「ＭＥＸＣＥＬ」の高性能化と新用途開発などがある。 

当事業に係る研究開発費は124百万円である。 

  

(先端製品事業) 

主に㈱ダイヤレッドの開発部、㈱菱星テクノシステムの技術部が中心となって、近紫外ＬＥＤ、電気式床暖房、ロードヒーティ

ングなどの研究開発を行っている。 

当中間連結会計期間の主な成果として、「高出力・高効率ＬＥＤ」、「高信頼性ＬＥＤ」の開発、マンション及び一戸建て住宅

リビング用パネルヒータ「ＭＰ-Ａ型」などがある。 

当事業に係る研究開発費は83百万円である。 

  



第３【設備の状況】 
  

１【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はない。 

  

２【設備の新設、除却等の計画】 

当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設の計画は次のとおりである。 

（注）１．上記平成18年10月以降の所要資金については、自己資金および借入金により充当する予定である。 

２．計画完成時の生産能力は、当中間連結会計期間末に比して若干増加する見込みである。 

  

会社名 

事業所名 
所在地 

事業の種

類別セグ

メントの

名称 

設備の内容 
予算額 

（百万円）

既支出額 

（百万円）

今後の所

要資金 

（百万円） 

着工年月 竣工年月 

当社 

箕島製作所 
有田市 

機器部品 

事業 

Ｏリング

製造設備 
994 23 971 平成18年８月 平成19年８月

P.T. DIA 

ELECTRO 

CIRCUIT 

SYSTEMS 

INDONESIA 

インドネ

シア 

カラワ 

ン 

電装・光部

品事業 

自動車用

ハーネス

製造設備 

690 314 375 平成18年８月 平成18年11月



第４【提出会社の状況】 
  

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

  

(2）【新株予約権等の状況】 

 該当事項はない。 

  

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

（注）第三者割当 

発行価額:１株につき180円 

資本組入額：１株につき90円 

割当先：三菱マテリアル㈱ 

 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 480,000,000 

計 480,000,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成18年９月30日） 

提出日現在発行数（株）
（平成18年12月22日） 

上場証券取引所名 内容 

普通株式 216,495,025 216,495,025
東京証券取引所
市場第一部 

－ 

計 216,495,025 216,495,025 － － 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（千株） 

発行済株式総
数残高 
（千株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金増
減額 
（百万円） 

資本準備金残
高（百万円） 

平成18年７月28日 22,222 216,495 1,999 19,278 1,999 3,190 



(4）【大株主の状況】 

  

 

    平成18年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

三菱マテリアル株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 78,973 36.48 

株式会社三菱東京UFJ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 7,937 3.67 

三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 6,378 2.95 

ベアスターンズアンドカンパニ
ー 
（常任代理人 シティバンク、
エヌ・エイ東京支店） 

ONE METRO TECH CENTER NORTH, BROOKLYN, 
NY 11201 
（東京都品川区東品川二丁目３番14号） 

5,850 2.70 

明治安田生命保険相互会社 
（常任代理人 資産管理サービ
ス信託銀行株式会社） 

東京都千代田区丸の内二丁目１番１号
（東京都中央区晴海一丁目８番12号晴海ア
イランドトリトンスクエアＺ棟） 

5,435 2.51 

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目２番１号 5,015 2.32 

モルガン・スタンレー・アン
ド・カンパニー・インターナシ
ヨナル・リミテツド 
（常任代理人 モルガン・スタ
ンレー証券株式会社） 

25 CABOT SQUARE. CANARY WHARF. LONDON 
E14 4QA ENGLAND 
（東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号恵比
寿ガーデンプレイスタワー） 

2,939 1.36 

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口） 

東京都港区浜松町二丁目11番３号 2,323 1.07 

三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目７番３号 2,267 1.05 

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口） 

東京都中央区晴海一丁目８番１１号 1,940 0.90 

計   119,059 54.99 



(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注）上記「完全議決権株式（その他）」の中には、証券保管振替機構名義の株式が64,000株含まれている。また、「議決権の

数」には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数64個が含まれている。 

  

②【自己株式等】 

  

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注）最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。 

  

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は次のとおりである。 

役職の異動 

  

 

  平成18年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式   306,000 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 215,519,000 215,519 － 

単元未満株式 普通株式   670,025 － － 

発行済株式総数 216,495,025 － － 

総株主の議決権 － 215,519 － 

    平成18年９月30日現在

所有者の氏名又は
名称 

所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

三菱電線工業株式
会社 

東京都千代田区丸の
内三丁目４番１号 

139,000 － 139,000 0.06

菱星運輸株式会社 
熊谷市新堀1054番４
号 

21,000 － 21,000 0.01

丸吉電機株式会社 
東京都港区芝浦一丁
目14番５号 

146,000 － 146,000 0.07

計 － 306,000 － 306,000 0.14

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 253 253 200 194 193 226 

最低（円） 220 193 161 157 160 180 

氏名 新役職名 旧役職名 異動年月日 

安保 次雄 

取締役 

（電装・光部品事業部副事業部長兼

電装技術本部長） 

取締役 

（電装・光部品事業部電装技術本部

長） 

平成18年11月１日 



第５【経理の状況】 
  

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令第24号。以下

「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成している。 

 なお、前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則に基づき、

当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規則に基づいて作成して

いる。 

  

(2）当社の中間財務諸表は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間

財務諸表等規則」という。）に基づいて作成している。 

 なお、前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づき、当中間

会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成している。 

  

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）及び当

中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間連結財務諸表並びに前中間会計期間（平成17年４月１

日から平成17年９月30日まで）及び当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間財務諸表について、

あずさ監査法人により中間監査を受けている。 

  

  



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

 

    
前中間連結会計期間末 

（平成17年９月30日現在） 
当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日現在） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成18年３月31日現在） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）       

Ⅰ 流動資産       

１．現金及び預金 ※２ 5,317  5,350 6,051  

２．受取手形及び売掛
金 

※2,5 22,177  27,068 23,797  

３．有価証券   20  － 20  

４. たな卸資産   12,621  16,165 14,243  

５. 未収入金   －  10,582 9,585  

６．繰延税金資産   539  730 1,166  

７．その他   5,718  1,768 1,453  

８．貸倒引当金   △107  △688 △537  

流動資産合計    46,287 48.2 60,976 55.6  55,779 54.0

Ⅱ 固定資産       

１．有形固定資産 ※1,2     

(1）建物及び構築物   5,973  7,484 6,604  

(2）機械装置及び運
搬具 

  4,782  6,313 4,994  

(3）土地   9,420  9,203 9,199  

(4）建設仮勘定   1,954  3,804 4,665  

(5）その他   2,020  2,217 1,802  

有形固定資産合計    24,150 25.1 29,023 26.4  27,267 26.4

２．無形固定資産       

(1）連結調整勘定   82  － －  

(2）その他   432  180 225  

無形固定資産合計    514 0.5 180 0.2  225 0.2

３．投資その他の資産       

(1）投資有価証券 ※２ 13,966  14,952 16,625  

(2) 長期未収入金   4,996  － －    

(3) 繰延税金資産   2,628  2,482 1,291  

(4) その他   3,731  2,379 2,337    

(5) 貸倒引当金   △195  △159 △187  

(6) 投資損失引当金   －  △88 －  

投資その他の資産
合計 

   25,126 26.2 19,567 17.8  20,067 19.4

固定資産合計    49,791 51.8 48,771 44.4  47,560 46.0

資産合計    96,078 100.0 109,748 100.0  103,339 100.0

              



 

    
前中間連結会計期間末 

（平成17年９月30日現在） 
当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日現在） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成18年３月31日現在） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）       

Ⅰ 流動負債       

１．支払手形及び買掛
金 

※５ 14,256  21,733 17,127  

２．短期借入金 ※２ 27,817  30,353 30,506  

３．1年以内返済予定
の長期借入金 

※２ 4,086  1,654 4,124  

４．未払法人税等   123  229 212  

５．未払費用   9,579  8,963 9,801  

６．その他 ※５ 3,697  5,333 5,523  

流動負債合計    59,561 62.0 68,267 62.2  67,296 65.1

Ⅱ 固定負債       

１．長期借入金 ※２ 2,118  4,692 2,039  

２．繰延税金負債   480  481 481  

３．退職給付引当金   7,330  6,382 6,015  

４．役員退職慰労引当
金 

  180  167 191  

５．製品保証損失引当
金 

  227  76 174  

６．その他   1,647  487 239  

固定負債合計    11,984 12.5 12,286 11.2  9,142 8.9

負債合計    71,546 74.5 80,554 73.4  76,438 74.0

        

（少数株主持分）       

少数株主持分    392 0.4 － －  384 0.4

        

（資本の部）       

Ⅰ 資本金    17,278 18.0 － －  17,278 16.7

Ⅱ 資本剰余金    1,190 1.2 － －  1,190 1.1

Ⅲ 利益剰余金    1,904 2.0 － －  2,632 2.5

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

   3,863 4.0 － －  5,369 5.2

Ⅴ 為替換算調整勘定    △81 △0.1 － －  65 0.1

Ⅵ 自己株式    △15 △0.0 － －  △19 △0.0

資本合計    24,139 25.1 － －  26,516 25.6

負債、少数株主持分
及び資本合計 

   96,078 100.0 － －  103,339 100.0

              



  

  

    
前中間連結会計期間末 

（平成17年９月30日現在） 
当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日現在） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成18年３月31日現在） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（純資産の部）       

Ⅰ 株主資本       

１．資本金    － － 19,278 17.6  － －

２．資本剰余金    － － 3,190 2.9  － －

３．利益剰余金    － － 1,925 1.7  － －

４．自己株式    － － △22 △0.0  － －

株主資本合計    － － 24,372 22.2  － －

Ⅱ 評価・換算差額等       

１．その他有価証券評
価差額金 

   － － 4,372 4.0  － －

２．繰延ヘッジ損益    － － △17 △0.0  － －

３．為替換算調整勘定    － － 49 0.0  － －

評価・換算差額等合
計 

   － － 4,405 4.0  － －

Ⅲ 少数株主持分    － － 416 0.4  － －

純資産合計    － － 29,194 26.6  － －

負債純資産合計    － － 109,748 100.0  － －

              



②【中間連結損益計算書】 

 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高    36,548 100.0 44,003 100.0  77,852 100.0

Ⅱ 売上原価    29,465 80.6 36,274 82.4  62,391 80.1

売上総利益    7,082 19.4 7,728 17.6  15,460 19.9

Ⅲ 販売費及び一般管理 
費 

      

１．荷造費及び運送費   835  1,113 1,870  

２．その他の販売直接 
費 

  88  105 339  

３．給料手当   2,843  2,803 5,658  

４．退職給付費用   325  152 －  

５．研究開発費   530  413 928  

６．その他   2,484  2,866 5,940  

販売費及び一般管理
費合計 

   7,108 19.5 7,454 16.9  14,737 18.9

営業利益    － － 273 0.6  723 1.0

営業損失    25 △0.1 － －  － －

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息   16  19 24  

２．持分法による投資
利益 

  8  20 291  

３．受取配当金   89  79 133  

４．受取賃貸料   162  115 239  

５．為替差益   92  － 218  

６．その他   185  135 332  

営業外収益合計    555 1.5 371 0.8  1,240 1.6

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息   302  327 587  

２．固定資産処分損   11  27 39  

３．たな卸資産処分損   103  123 216  

４．その他   181  124 220  

営業外費用合計    599 1.6 601 1.4  1,064 1.4

経常利益    － － 43 0.1  899 1.2

経常損失    69 △0.2 － －  － －



  

  

    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅵ 特別利益       

１．固定資産売却益 ※１ 6,060  － 6,726  

２．投資有価証券売却 
益 

  1,029  153 1,079  

３．その他   －  － 510  

特別利益合計    7,090 19.4 153 0.3  8,315 10.7

Ⅶ 特別損失       

  
１．投資有価証券評価 

損 
  

  52  26 35  

２．減損損失 ※２ 3,526  － 3,547  

３．たな卸資産処分損   －  43 1,153  

４．固定資産処分損   －  84 216  

５．貸倒引当金繰入額   －  216 －  

６．その他   771  13 939  

特別損失合計    4,350 11.9 384 0.9  5,892 7.6

税金等調整前中間
（当期）純利益 

   2,670 7.3 － －  3,322 4.3

税金等調整前中間純
損失 

   － － 187 △0.4  － －

法人税、住民税及び
事業税 

  78  180 188  

法人税等調整額   1,239 1,317 3.6 △70 109 0.3 933 1,122 1.5

少数株主利益    4 0.0 20 0.0  8 0.0

中間（当期）純利益    1,347 3.7 － －  2,192 2.8

中間純損失    － － 317 △0.7  － －

              



③【中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書】 

中間連結剰余金計算書 

 

    
前中間連結会計期間

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円）

（資本剰余金の部）    

Ⅰ 資本剰余金期首残高    13,323 13,323

Ⅱ 資本剰余金増加高    

１．自己株式処分差益   － － 0 0

Ⅲ 資本剰余金減少高    

  
１．利益剰余金への振替 
額 

  

  12,132 12,132 12,132 12,132

Ⅳ 資本剰余金中間期末 
（期末）残高 

   1,190 1,190

     

（利益剰余金の部）    

Ⅰ 利益剰余金期首残高    △11,576 △11,576

Ⅱ 利益剰余金増加高    

 １．中間（当期）純利益   1,347 2,192

２．資本剰余金からの振 
替額 

  

  12,132 13,480 12,132 14,324

Ⅲ 利益剰余金減少高    

１．連結子会社合併に伴 
う減少額 

  － － 116 116

Ⅳ 利益剰余金中間期末 
（期末）残高 

   1,904 2,632

     



中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

  

  

(注)平成18年６月の当社定時株主総会における利益処分項目である。 

  

  

  
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

17,278 1,190 2,632 △19 21,081

中間連結会計期間中の変動額   

新株の発行 1,999 1,999 － － 3,999

剰余金の配当(注) － － △388 － △388

中間純損失 － － △317 － △317

自己株式の取得 － － － △2 △2

自己株式の処分 － 0 － 0 0

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額） 

－ － － － －

中間連結会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

1,999 2,000 △706 △2 3,291

平成18年９月30日 残高 
（百万円） 

19,278 3,190 1,925 △22 24,372

  

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

繰延ヘッジ損益
為替換算調整勘
定 

評価・換算差額
等合計 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

5,369 － 65 5,435 384 26,901

中間連結会計期間中の変動額   

新株の発行 － － － － － 3,999

剰余金の配当(注) － － － － － △388

中間純損失 － － － － － △317

自己株式の取得 － － － － － △2

自己株式の処分 － － － － － 0

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額） 

△996 △17 △15 △1,029 31 △998

中間連結会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

△996 △17 △15 △1,029 31 2,292

平成18年９月30日 残高 
（百万円） 

4,372 △17 49 4,405 416 29,194



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

 

    
前中間連結会計期間

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

  

税金等調整前中間
（当期）純損益 

  2,670 △187 3,322 

減価償却費   884 1,030 1,992 

減損損失   3,526 － 3,547 

持分法による投資損
益 

  △8 △20 △291 

退職給付引当金増減
額 

  △224 367 △414 

役員退職慰労引当金
増減額 

  △53 △24 △42 

受取利息及び受取配
当金 

  △106 △99 △158 

支払利息   302 327 587 

投資有価証券売却益   △1,029 △153 △1,079 

投資有価証券評価損   52 26 35 

固定資産売却益   △6,060 △1 △6,749 

受取手形及び売掛金
の増減額 

  3,549 △3,270 1,957 

たな卸資産の増減額   364 △1,927 △1,262 

支払手形及び買掛金
の増減額 

  △2,282 5,849 576 

未払費用の増減額   797 △823 1,142 

事業構造改革に係る
退職金等支払額 

  △551 － △805 

製品保証損失等に係
る支払額 

  △43 △98 △1,500 

その他流動資産の増
減額 

  △758 △1,398 △128 

その他   282 1,075 840 

小計   1,311 670 1,571 

利息及び配当金の受
取額 

  112 131 156 

利息の支払額   △290 △346 △570 

法人税等の支払額   △87 △163 △107 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  1,046 291 1,050 



  

  

  次へ 

    
前中間連結会計期間

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

  

定期預金の純増減額   70 123 △2 

有形固定資産の取得
による支出 

  △2,285 △4,805 △5,097 

有形固定資産の売却
による収入 

  7,751 17 8,802 

投資有価証券の取得
による支出 

  △50 △103 △50 

投資有価証券の売却
による収入 

  1,787 211 1,840 

貸付金の実行による
支出 

  △1 △18 △581 

貸付金の回収による
収入 

  80 40 688 

その他   122 33 △14 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  7,474 △4,500 5,584 

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

  

短期借入金の純増減
額 

  △7,259 △144 △4,713 

長期借入れによる収
入 

  420 3,356 2,740 

長期借入金の返済に
よる支出 

  △1,499 △3,175 △3,834 

株式の発行による収
入 

  － 3,999 － 

少数株主からの払込
による収入 

  100 － 100 

配当金の支払額   － △388 － 

その他   △2 △23 △5 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △8,240 3,624 △5,713 

Ⅳ 現金及び現金同等物 
に係る換算差額 

  12 7 31 

Ⅴ 現金及び現金同等物 
の増減額 

  292 △577 953 

Ⅵ 現金及び現金同等物 
の期首残高 

  4,740 5,793 4,740 

Ⅶ 新規連結に伴う現金 
及び現金同等物増加 
額 

  99 － 99 

Ⅷ 現金及び現金同等物 
の中間期末（期末） 
残高 

  5,132 5,216 5,793 

    



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 １．連結の範囲に関する事項 １．連結の範囲に関する事項 

連結子会社の数     23社 連結子会社の数     21社 連結子会社の数     22社 

菱星電設㈱、菱星通信システム

㈱、㈱菱星テクノシステム、菱星

エンジニアリング㈱、菱星ケーブ

ルアンドワイヤー㈱、菱星エム・

シー・伊丹㈱、菱星工業㈱、㈱ダ

イヤレックス、菱星テクノパーツ

㈱、㈱尼崎電線製造所、菱星尼崎

電線㈱、三菱電線工業販売㈱、花

伊電線㈱、P.T.DIA ELECTRO 

CIRCUIT SYSTEMS INDONESIA、㈱

ダイヤレッド、菱星運輸㈱、MCI

＆TSH CO.,LTD.、ダイヤセルテッ

ク㈱、菱星電装㈱、㈱ダイヤケー

ブル、大連菱星汽車配件有限公

司、菱星非鉄センター㈱、

MITSUBISHI CABLE AMERICA INC. 

 なお、MCI MOULD CO.,LTD.は

MCI＆TSH CO.,LTD.に名称を変更

している。 

 また、菱星非鉄センター㈱、

MITSUBISHI CABLE AMERICA INC.

は重要性が増加したため、当中間

連結会計期間より連結の範囲に含

めている。 

菱星電設㈱、菱星通信システム

㈱、㈱菱星テクノシステム、菱星

エンジニアリング㈱、菱星ケーブ

ルアンドワイヤー㈱、菱星エム・

シー・伊丹㈱、菱星工業㈱、㈱ダ

イヤレックス、菱星テクノパーツ

㈱、㈱尼崎電線製造所、菱星尼崎

電線㈱、三菱電線工業販売㈱、花

伊電線㈱、P.T.DIA ELECTRO 

CIRCUIT SYSTEMS INDONESIA、㈱

ダイヤレッド、菱星運輸㈱、MCI

＆TSH CO.,LTD.、ダイヤセルテッ

ク㈱、大連菱星汽車配件有限公

司、菱星非鉄センター㈱、

MITSUBISHI CABLE AMERICA INC. 

 なお、㈱ダイヤケーブルは清算

結了したため連結の範囲から除外

している。 

菱星電設㈱、菱星通信システム

㈱、㈱菱星テクノシステム、菱星

エンジニアリング㈱、菱星ケーブ

ルアンドワイヤー㈱、菱星エム・

シー・伊丹㈱、菱星工業㈱、㈱ダ

イヤレックス、菱星テクノパーツ

㈱、㈱尼崎電線製造所、菱星尼崎

電線㈱、三菱電線工業販売㈱、花

伊電線㈱、P.T.DIA ELECTRO 

CIRCUIT SYSTEMS INDONESIA、㈱

ダイヤレッド、菱星運輸㈱、MCI

＆TSH CO.,LTD.、ダイヤセルテッ

ク㈱、㈱ダイヤケーブル、大連菱

星汽車配件有限公司、菱星非鉄セ

ンター㈱、MITSUBISHI CABLE 

AMERICA INC. 

菱星非鉄センター㈱、

MITSUBISHI CABLE AMERICA INC.

は重要性が増加したため、当連結

会計年度より連結の範囲に含めて

いる。 

なお、菱星電装㈱は平成18年2

月1日付で当社と合併している。 

また、MCI MOULD CO.,LTD.は

MCI＆TSH CO.,LTD.に名称を変更

している。 

  

非連結子会社の数   18社 非連結子会社の数   17社 非連結子会社の数   17社 

主要な非連結子会社の名称 主要な非連結子会社の名称 主要な非連結子会社の名称 

日本ナショナルシール㈱ 

 非連結子会社はいずれも小規模

であり、かつ、全体としても資産

総額、売上高、中間純損益のうち

持分に見合う額及び利益剰余金等

のうち持分に見合う額が中間連結

財務諸表に重要な影響を及ぼして

いないため、連結の範囲から除外

している。 

日本ナショナルシール㈱ 

 非連結子会社はいずれも小規模

であり、かつ、全体としても資産

総額、売上高、中間純損益のうち

持分に見合う額及び利益剰余金等

のうち持分に見合う額が中間連結

財務諸表に重要な影響を及ぼして

いないため、連結の範囲から除外

している。 

日本ナショナルシール㈱ 

 非連結子会社はいずれも小規模

であり、かつ、全体としても資産

総額、売上高、当期純損益のうち

持分に見合う額及び利益剰余金等

のうち持分に見合う額が連結財務

諸表に重要な影響を及ぼしていな

いため、連結の範囲から除外して

いる。 



  

 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

２．持分法の適用に関する事項 ２．持分法の適用に関する事項 ２．持分法の適用に関する事項 

非連結子会社（18社）のうち菱

星ビジネスシステム㈱、関連会社

（12社）のうち日本ラインツ㈱、

大昌通信建設㈱、㈱エクシム、㈱

フジクラ・ダイヤケーブル、日本

ドラム工業㈱、倉茂電工㈱など８

社については持分法を適用してい

る。 

適用外の非連結子会社（菱星工

事㈱等17社）及び関連会社（丸吉

電機㈱、赤司製線㈱等４社）につ

いてはそれぞれ中間純損益及び利

益剰余金等に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ、全体としても重要性

がないため、持分法適用範囲から

除外した。 

なお、菱星非鉄センター㈱、

MITSUBISHI CABLE AMERICA INC.

は重要性が増加したため、持分法

適用非連結子会社から連結子会社

となっている。また、成都中菱無

線通信電纜有限公司については持

分を全て売却したため、持分法適

用関連会社から除外している。 

非連結子会社（17社）のうち菱

星ビジネスシステム㈱、関連会社

（11社）のうち日本ラインツ㈱、

大昌通信建設㈱、㈱エクシム、㈱

フジクラ・ダイヤケーブル、日本

ドラム工業㈱、倉茂電工㈱など８

社については持分法を適用してい

る。 

 適用外の非連結子会社（菱星工

事㈱等16社）及び関連会社（丸吉

電機㈱、赤司製線㈱等３社）につ

いてはそれぞれ中間純損益及び利

益剰余金等に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ、全体としても重要性

がないため、持分法適用範囲から

除外した。 

  

非連結子会社（17社）のうち菱

星ビジネスシステム㈱、関連会社

（12社）のうち日本ラインツ㈱、

大昌通信建設㈱、㈱エクシム、㈱

フジクラ・ダイヤケーブル、日本

ドラム工業㈱、倉茂電工㈱など８

社については持分法を適用してい

る。 

 適用外の非連結子会社（菱星工

事㈱等16社）及び関連会社（丸吉

電機㈱、赤司製線㈱等４社）につ

いてはそれぞれ連結純損益及び利

益剰余金等に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ、全体としても重要性

がないため、持分法適用範囲から

除外した。 

なお、菱星非鉄センター㈱、

MITSUBISHI CABLE AMERICA INC.

は重要性が増加したため、持分法

適用非連結子会社から連結子会社

となっている。また、成都中菱無

線通信電纜有限公司については持

分を全て売却したため、持分法適

用関連会社から除外している。 

３．連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

３．連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

３．連結子会社の事業年度等に関す

る事項 

 連結子会社のうちP.T.DIA 

ELECTRO CIRCUIT SYSTEMS 

INDONESIA、MCI＆TSH CO.,LTD.、

大連菱星汽車配件有限公司、㈱尼

崎電線製造所、及びダイヤセルテ

ック㈱の中間決算日は6月30日で

ある。 

 中間連結財務諸表の作成に当た

っては、同中間決算日現在の財務

諸表を使用している。 

 ただし、中間連結決算日との間

に生じた重要な取引については、

連結上必要な調整を行うこととし

ている。 

連結子会社のうちP.T.DIA 

ELECTRO CIRCUIT SYSTEMS 

INDONESIA、MCI＆TSH CO.,LTD.、

大連菱星汽車配件有限公司、㈱尼

崎電線製造所、及びダイヤセルテ

ック㈱の中間決算日は6月30日で

ある。 

 中間連結財務諸表の作成に当た

っては、同中間決算日現在の財務

諸表を使用している。 

ただし、中間連結決算日との間

に生じた重要な取引については、

連結上必要な調整を行うこととし

ている。 

  

連結子会社のうちP.T.DIA 

ELECTRO CIRCUIT SYSTEMS 

INDONESIA、MCI＆TSH CO.,LTD.、

大連菱星汽車配件有限公司、㈱尼

崎電線製造所、及びダイヤセルテ

ック㈱の決算日は、12月31日であ

る。 

 連結財務諸表の作成に当たって

は、同決算日現在の財務諸表を使

用している。 

 ただし、連結決算日との間に生

じた重要な取引については、連結

上必要な調整を行うこととしてい

る。 



 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

４．会計処理基準に関する事項 ４．会計処理基準に関する事項 ４．会計処理基準に関する事項 

(1)重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(1)重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(1)重要な資産の評価基準及び評

価方法 

有価証券 有価証券 有価証券 

その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全

部資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により

算定） 

中間決算日の市場価格等に

基づく時価法(評価差額は全

部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法に

より算定） 

 決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部資

本直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算

定） 

時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

 移動平均法による原価法 同左 同左 

デリバティブ デリバティブ デリバティブ 

 時価法 同左 同左 

たな卸資産 たな卸資産 たな卸資産 

 原材料及び仕掛品の一部は総

平均法による低価法、その他の

たな卸資産については総平均法

による原価法によっている。 

同左 同左 

(2)重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(2)重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(2)重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

有形固定資産 有形固定資産 有形固定資産 

 建物及び構築物は主として定

額法、その他は定率法によって

いる。なお、主な耐用年数は次

のとおりである。 

建物及び構築物 ３年～47年 

機械装置及び運搬具 

２年～15年 

同左 同左 

無形固定資産 無形固定資産 無形固定資産 

 定額法によっている。 

 ただし、自社利用のソフトウ

ェアについては、社内における

利用可能期間（５年）に基づく

定額法。 

同左 同左 

  (3)繰延資産の処理方法   

───── 株式交付費 ───── 

  支出時に費用処理している。   



 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(3)重要な引当金の計上基準 (4)重要な引当金の計上基準 (3)重要な引当金の計上基準 

貸倒引当金 貸倒引当金 貸倒引当金 

 債権の貸倒による損失に備え

るため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に

回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上している。 

同左 同左 

───── 投資損失引当金 ───── 

  関係会社への投資に係る損失

に備えるため、当該会社の財

政状態を個別に勘案し損失負

担見込額を計上している。 

  

退職給付引当金 退職給付引当金 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当中間連結会計

期間末において発生していると

認められる額を計上している。 

 数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（15年～17年）による

定額法により按分した額をそれ

ぞれ発生の翌連結会計年度から

費用処理している。 

 また、過去勤務債務は、その

発生時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（５年）

による定額法により費用処理し

ている。 

同左  従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき計上している。 

 数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（15年～17年）による

定額法により按分した額をそれ

ぞれ発生の翌連結会計年度から

費用処理している。 

 また、過去勤務債務は、その

発生時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（５年）

による定額法により費用処理し

ている。 

役員退職慰労引当金 役員退職慰労引当金 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備

えるため、当社及び国内連結子

会社の一部は内規に基づく中間

期末要支給額を計上している。 

同左  役員の退職慰労金の支出に備

えるため、当社及び国内連結子

会社の一部は内規に基づく期末

要支給額を計上している。 



 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 製品保証損失引当金  製品保証損失引当金 製品保証損失引当金 

 顧客に納入した製品に対し発

生したクレームに係わる費用に

備えるため、今後発生が見込ま

れる保証損失費などについて合

理的に見積もられる金額を計上

している。 

同左 同左 

(4)重要なリース取引の処理方法 (5)重要なリース取引の処理方法 (4)重要なリース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によ

っている。 

同左 同左 

(5)ヘッジ会計の方法 (6)ヘッジ会計の方法 (5)ヘッジ会計の方法 

１．ヘッジ会計の方法 １．ヘッジ会計の方法 １．ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用して

いる。また、金利スワップに

ついては、特例処理の要件を

満たしている場合は特例処理

を採用している。なお、為替

予約が付されている外貨建金

銭債権債務については振当処

理を採用している。 

繰延ヘッジ処理を採用して

いる。また、金利スワップに

ついては、特例処理の要件を

満たしている場合は特例処理

を採用している。 

繰延ヘッジ処理を採用して

いる。また、金利スワップに

ついては、特例処理の要件を

満たしている場合は特例処理

を採用している。なお、為替

予約が付されている外貨建金

銭債権債務については振当処

理を採用している。 

２．ヘッジ手段、ヘッジ対象と

ヘッジ方針 

２．ヘッジ手段、ヘッジ対象と

ヘッジ方針 

２．ヘッジ手段、ヘッジ対象と

ヘッジ方針 

外貨建金銭債権債務の将来

の為替レートの変動リスクを

回避するため、実需の範囲内

で為替予約取引を行ってい

る。また、借入金の金利変動

に伴うリスクを回避するた

め、金利スワップ取引を行っ

ている。 

借入金の金利変動に伴うリ

スクを回避するため、金利ス

ワップ取引を行っている。 

外貨建金銭債権債務の将来

の為替レートの変動リスクを

回避するため、実需の範囲内

で為替予約取引を行ってい

る。また、借入金の金利変動

に伴うリスクを回避するた

め、金利スワップ取引を行っ

ている。 



  

 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

３．ヘッジ有効性評価の方法 ３．ヘッジ有効性評価の方法 ３．ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ手段及びヘッジ対象

について、個別取引毎のヘッ

ジ効果を検証している。ただ

し、ヘッジ手段とヘッジ対象

に関する元本、利率、通貨、

期間、期日等の重要な条件が

同一の場合は、ヘッジ効果が

極めて高いことから、ヘッジ

の有効性の評価は省略してい

る。 

同左 同左 

(6）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項 

(7）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項 

(6)その他連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

１．収益及び費用の計上基準     

 長期大型工事の売上計上基

準については、連結子会社１

社が（工期１年以上、請負金

額３億円以上）について工事

進行基準を採用している。 

───── ───── 

２．消費税等の会計処理方法 １．消費税等の会計処理方法 １．消費税等の会計処理方法 

 消費税等の会計処理は税抜

方式によっている。 

同左 同左 

５．中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

５．中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

５．連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から３

ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっている。 

同左 同左 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日） 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日） 
至 平成18年３月31日） 

固定資産の減損に係る会計基準 貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等及び自己株式及び

準備金の額の減少等に関する会計基

準等の一部改正 

固定資産の減損に係る会計基準 

当中間連結会計期間より、固定

資産の減損に係る会計基準(「固定

資産の減損に係る会計基準の設定

に関する意見書」(企業会計審議会

平成14年8月9日))及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指

針」(企業会計基準適用指針第6号 

平成15年10月31日)を適用してい

る。 

これにより、営業利益及び経常

利益は94百万円増加し、税金等調

整前中間純利益は、3,432百万円減

少している。 

  なお、セグメント情報に与える

影響額は当該箇所に記載してい

る。 

減損損失累計額については、改

正後の中間連結財務諸表規則に基

づき各資産の金額から直接控除し

ている。 

当中間連結会計期間より、「貸

借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」(企業会計基準第

５号 平成17年12月９日)及び

「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等の適用指針」

(企業会計基準適用指針第８号 

平成17年12月９日)並びに「自己

株式及び準備金の額の減少等に関

する会計基準」（企業会計基準第

１号 最終改正平成18年８月11

日）及び「自己株式及び準備金の

額の減少等に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針

第２号 最終改正平成18年８月11

日）を適用している。これによる

損益に与える影響はない。 

これまでの資本の部の合計に相

当する金額は28,795百万円であ

る。また、前中間連結会計期間の

繰延ヘッジ損失について、当中間

連結会計期間と同様の方法によっ

た場合の金額は5百万円である。 

なお、当中間連結会計期間にお

ける中間連結貸借対照表の純資産

の部については、中間連結財務諸

表規則の改正に伴い、改正後の中

間連結財務諸表規則により作成し

ている。 

当連結会計年度より、固定資産

の減損に係る会計基準(「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関

する意見書」(企業会計審議会 平

成14年8月9日))及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」

(企業会計基準適用指針第6号 平成

15年10月31日)を適用している。 

これにより、営業利益及び経常

利益は222百万円増加し、税金等調

整前当期純利益は、3,324百万円減

少している。 

 なお、セグメント情報に与える

影響額は当該箇所に記載してい

る。 

減損損失累計額については、改正

後の連結財務諸表規則に基づき各資

産の金額から直接控除している。 



表示方法の変更 

  

  

  次へ 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

──────── （中間連結貸借対照表） 

  「未収入金」は、前中間連結会計期間までは流動

資産の「その他」に含めて表示していたが、当中間

連結会計期間末において資産の合計額の100分の5を

超えたため区分掲記することとした。 

なお、前中間連結会計期間末において流動資産の

「その他」に含まれている「未収入金」の金額は

4,423百万円である。 

    

（中間連結損益計算書） （中間連結損益計算書） 

「為替差益」は、前中間連結会計期間までは営業

外収益の「その他」に含めて表示していたが、当中

間連結会計期間において営業外収益の100分の10を超

えたため区分掲記することとした。 

 なお、前中間連結会計期間において営業外収益

の「その他」に含まれている「為替差益」の金額は6

百万円である。 

営業外収益の「為替差益」は、前中間連結会計期

間までは区分掲記していたが、当中間連結会計期間

において営業外収益の100分の10以下となったため、

営業外収益の「その他」に含めて表示している。 

 なお、当中間連結会計期間において営業外収益

の「その他」に含まれている「為替差益」の金額は

22百万円である。 

  前中間連結会計期間まで特別損失の「その他」に

含めて表示していた「固定資産処分損」は、当中間

連結会計期間において特別損失の100分の10を超えた

ため区分掲記することとした。 

 なお、前中間連結会計期間において特別損失の

「その他」に含まれている「固定資産処分損」の金

額は145百万円である。 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

 

前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日現在） 

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日現在） 

前連結会計年度末 
（平成18年３月31日現在） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

60,405百万円 59,614百万円 59,727百万円 

※２ 担保に供している資産並びに担保付債

務 

※２ 担保に供している資産並びに担保付債

務 

※２ 担保に供している資産並びに担保付債

務 

担保資産 担保資産 担保資産 
  

  

受取手形及び
売掛金 

2,047百万円 (   －  )

建物及び構築
物 

4,542百万円 (4,279百万円)

機械装置 3,166百万円 (3,166百万円)

有形固定資産
のその他 

502百万円 ( 502百万円)

土地 8,272百万円 (6,429百万円)

投資有価証券 8,541百万円 (   －   )

合計 27,073百万円(14,378百万円)

  
定期預金 50百万円 (   －  )

受取手形及び
売掛金 

2,362百万円 (   －  )

建物及び構築
物 

6,591百万円 (5,849百万円)

機械装置 4,059百万円 (4,059百万円)

有形固定資産
のその他 

682百万円 ( 682百万円)

土地 9,797百万円( 6,493百万円)

投資有価証券 8,518百万円 (   －  )

合計 32,061百万円(17,085百万円)
  

定期預金 50百万円 (   －  )

受取手形及び
売掛金 

2,046百万円 (   －  )

建物及び構築
物 

5,692百万円 (4,929百万円)

機械装置 3,455百万円 (3,455百万円)

有形固定資産
のその他 

652百万円 ( 652百万円)

土地 9,797百万円 (6,493百万円)

投資有価証券 12,687百万円 (   －  )

合計 34,382百万円(15,531百万円)

担保付債務 担保付債務 担保付債務 
  
短期借入金 18,433百万円(13,505百万円)

長期借入金 1,580百万円 ( 650百万円)

合計 20,014百万円(14,155百万円)

  
短期借入金 23,445百万円(20,406百万円)

長期借入金 3,533百万円 ( 525百万円)

合計 26,979百万円(20,931百万円)

短期借入金 26,805百万円(21,848百万円)

長期借入金 1,720百万円 ( 780百万円)

合計 28,526百万円(22,628百万円)

 上記のうち（ ）内書は工場財団抵当並び

に当該債務を示している。 

 なお、短期借入金には長期借入金の１年以

内返済予定額を含んでいる。 

 上記のうち（ ）内書は工場財団抵当並び

に当該債務を示している。 

 なお、短期借入金には長期借入金の１年以

内返済予定額を含んでいる。 

 上記のうち（ ）内書は工場財団抵当並び

に当該債務を示している。 

 なお、短期借入金には長期借入金の１年以

内返済予定額を含んでいる。 

３ 保証債務 ３ 保証債務 ３ 保証債務 

(1)連結会社以外の会社の金融機関等から

の借入に対し、債務保証を行ってい

る。 

(1)連結会社以外の会社の金融機関等から

の借入に対し、債務保証を行ってい

る。 

(1)連結会社以外の会社の金融機関等から

の借入に対し、債務保証を行ってい

る。 
  
P.T. MCI PRIMA 
GASKET ※ 

40百万円

㈱アザミ精工 114百万円

計 155百万円

  

  

㈱アザミ精工 26百万円

計 26百万円
  

㈱アザミ精工 19百万円

計 19百万円

 ※外貨建保証債務である。     

（360 千ＵＳドル）   

(2) 金融機関が㈱エクシムへ発行する契 

約履行保証状等に対して850百万円の

保証を行っている。 

当該保証債務の中には以下の外貨建

保証債務が含まれている。 

(2) ㈱エクシムが受注している工事請負

契約等に対して金融機関が発行する契

約履行保証状等に関し、1,706百万円

の保証を行っている。 

当該保証債務の中には以下の外貨建

保証債務が含まれている。 

(2) ㈱エクシムが受注している工事請負

契約等に対して金融機関が発行する契

約履行保証状等に関し、1,274百万円

の保証を行っている。 

当該保証債務の中には以下の外貨建

保証債務が含まれている。 

(4,284千ＵＡＥディルハム) (11,665千ＵＡＥディルハム) (4,099千ＵＡＥディルハム) 

(1,835千ＵＳドル) (5,397千ＵＳドル) (2,565千ＵＳドル) 

(58千ユーロ) (47千ユーロ) (58千ユーロ) 

(10千カタール・リアル) (8千カタール・リアル) (10千カタール・リアル) 

(30,643千タイ・バーツ) (24,514千タイ・バーツ) (30,643千タイ・バーツ) 

(18千クウェート・ディナール) (691千クウェート・ディナール) (817千クウェート・ディナール)



 

前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日現在） 

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日現在） 

前連結会計年度末 
（平成18年３月31日現在） 

(3)従業員の銀行からの借入金に対し、

保証を行っている。 

(3)従業員の銀行からの借入金に対し、

保証を行っている。 

(3)従業員の銀行からの借入金に対し、

保証を行っている。 

13百万円 11百万円 11百万円 
  
４ 受取手形割引高 234百万円

受取手形裏書譲渡高 4百万円

債権流動化による遡及
義務 

2,161百万円

  

  

４ 債権流動化による遡及

義務 
6,818百万円

  

 ４ 債権流動化による遡及
義務 

3,903百万円

※５     ───── ※５ 中間連結会計期間末日満期手形 ※５     ───── 

  中間連結会計期間末日満期手形について

は、手形交換日をもって決済処理してい

る。なお、当中間連結会計期間末日が金

融機関の休日であったため、次の中間連

結会計期間末日満期手形が当中間連結会

計期間末残高に含まれている。 

  

      
受取手形 790百万円

支払手形 419百万円

設備支払手形（流動負

債のその他） 
14百万円

  



（中間連結損益計算書関係） 

  

  

  次へ 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ 主として土地の売却益である。 ※１    ────── ※１ 主として当社伊丹製作所土地の売却益

である。 

※２ 減損損失 ※２    ────── ※２ 減損損失 

資産のグルーピングの方法   資産のグルーピングの方法 

 当社グループは、事業の種類別セグメン

トを基礎に、主として製品の品種別を単位

として資産をグルーピングしている。ま

た、遊休資産等については、個々の資産単

位で区分している。 

  当社グループは、事業の種類別セグメント

を基礎に、主として製品の品種別を単位と

して資産をグルーピングしている。また、

遊休資産等については、個々の資産単位で

区分している。 

      

減損損失の認識に至った経緯   減損損失の認識に至った経緯 

 当中間連結会計期間において、事業用資

産のうち、製品等の市場価格等の下落等に

より収益性が著しく悪化している資産グル

ープについて、また、遊休資産等のうち、

市場価格の下落等により回収可能価額が帳

簿価額を下回るものについて、それぞれ帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失（3,526百万円）として特別

損失に計上している。その内訳は以下の通

りである。 

  当連結会計年度において、事業用資産の

うち、製品等の市場価格等の下落等により

収益性が著しく悪化している資産グループ

について、また、遊休資産等のうち、市場

価格の下落等により回収可能価額が帳簿価

額を下回るものについて、それぞれ帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減少額

を減損損失（3,547百万円）として特別損失

に計上している。その内訳は以下の通りで

ある。 

  

  

用 途 場 所 種 類 
減損損 
失の額 

（百万円） 

通信ケーブ
ル製造設備 

福井県福井市 
土地、建物、
機械装置等 

1,330

屑線解体設
備 

大阪府能勢町 土地、建物等 912

その他の事
業用資産 

兵庫県伊丹市
他 

機械装置等 579

遊休資産 
兵庫県伊丹市
他 

土地 704

合計     3,526

  

用 途 場 所 種 類 
減損損 
失の額 

（百万円） 

通信ケーブ
ル製造設備 

福井県福井市 
土地、建物、
機械装置等 

1,330

屑線解体設
備 

大阪府能勢町 土地、建物等 912

その他の事
業用資産 

兵庫県伊丹市
他 

機械装置等 581

遊休資産 
兵庫県伊丹市
他 

土地 723

合計     3,547

※勘定科目毎の減損損失の内訳   ※勘定科目毎の減損損失の内訳 

建物998百万円、機械装置367百万円、 

土地1,636百万円、その他523百万円 

  建物998百万円、機械装置367百万円、 

土地1,655百万円、その他525百万円 

      

回収可能価額の算定方法   回収可能価額の算定方法 

 減損損失の測定における回収可能価額

は、事業用資産については使用価値を使用

し、将来キャッシュ・フローを5.0％で割り

引いて算定している。 

 また、遊休資産等については、正味売却

価額を使用し、その時価を重要性が高いも

のについては不動産鑑定評価額、それ以外

のものについては固定資産税評価額等から

算出している。 

   減損損失の測定における回収可能価額

は、事業用資産については使用価値を使用

し、将来キャッシュ・フローを5.0％で割り

引いて算定している。 

 また、遊休資産等については、正味売却

価額を使用し、その時価を重要性が高いも

のについては不動産鑑定評価額、それ以外

のものについては固定資産税評価額等から

算出している。 



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

  

１.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１.発行済株式数の増加は新株の発行によるものである。 

２.自己株式の増加15千株は、単元未満株式の買取によるものである。減少0千株は、単元未満株式の処分によるものである。 

  

２.新株予約権に関する事項 

該当事項はない。 

  

３.配当に関する事項 

(１）配当金支払額 

  

（２）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの 

該当事項はない。 

 

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当中間連結会計期
間増加株式数 

（千株） 

当中間連結会計期
間減少株式数 

（千株） 

当中間連結会計期
間末株式数 

（千株） 

発行済株式 

普通株式 194,273 22,222 － 216,495 

合計 194,273 22,222 － 216,495 

自己株式 

普通株式 168 15 0 183 

合計 168 15 0 183 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 
定時株主総会 

普通株式 388 2.00 平成18年３月31日 平成18年６月29日



（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  

  

  次へ 

  

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係 

１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係 
  
現金及び預金勘定 5,317百万円

預入期間が３ヶ月を超え
る定期預金 

△184百万円

現金及び現金同等物 5,132百万円

  
現金及び預金勘定 5,350百万円

預入期間が３ヶ月を超え
る定期預金 

△134百万円

現金及び現金同等物 5,216百万円

現金及び預金勘定 6,051百万円

預入期間が３ヶ月を超え
る定期預金 

△257百万円

現金及び現金同等物 5,793百万円



（リース取引関係） 

  

  

  次へ 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

（借主側） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

（借主側） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

（借主側） 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当

額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当

額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額 

  

  

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

中間期
末残高
相当額 
(百万円)

機械装置及び
運搬具 

452 145 307

工具器具備品 1,228 567 660

その他 71 35 35

合計 1,752 748 1,003

  

  

取得価
額相当
額 
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円)

中間期
末残高
相当額 
(百万円)

機械装置及び
運搬具 

462 152 310

工具器具備品 1,196 653 543

その他 54 29 24

合計 1,714 835 878

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

期末残
高相当
額 
(百万円)

機械装置及び
運搬具 

509 170 339

工具器具備品 1,192 631 560

その他 82 45 36

合計 1,785 847 937

（注） 取得価額相当額は、未経過リース料

中間期末残高が有形固定資産の中間

期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定して

いる。 

（注）      同左 （注） 取得価額相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定している。 

２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 
  

１年内 353百万円

１年超 650百万円

合計 1,003百万円

  
１年内 333百万円

１年超 545百万円

合計 878百万円

１年内 342百万円

１年超 594百万円

合計 937百万円

（注） 未経過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高が

有形固定資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み

法により算定している。 

（注）      同左 （注） 未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が有形固定

資産の期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算定

している。 

３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額 
  

支払リース料 174百万円

減価償却費相当額 174百万円

  
支払リース料 188百万円

減価償却費相当額 188百万円

支払リース料 367百万円

減価償却費相当額 367百万円

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっている。 

同左 同左 



（有価証券関係） 

（前中間連結会計期間） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．時価評価されていない主な有価証券 

  

（当中間連結会計期間） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

 

  

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在） 

取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計
上額（百万円） 

差額（百万円） 

(1)株式 4,126 10,508 6,382 

(2)債券 

国債・地方債等 － － － 

社債 20 20 0 

その他 0 0 － 

(3)その他 1 1 0 

合計 4,148 10,531 6,382 

  
前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在） 

中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1)子会社株式及び関連会社株式 2,212 

(2)その他有価証券 

非上場株式 1,243 

合計 3,455 

  

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在） 

取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計
上額（百万円） 

差額（百万円） 

(1)株式 4,089 11,271 7,181 

(2)債券 

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 0 0 △0 

(3)その他 － － － 

合計 4,090 11,271 7,181 



２．時価評価されていない主な有価証券 

  

（前連結会計年度） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．時価評価されていない主な有価証券 

  

 

  
当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在） 

中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1)子会社株式及び関連会社株式 2,483 

(2)その他有価証券 

非上場株式 1,196 

合計 3,680 

  

前連結会計年度末（平成18年３月31日現在） 

取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円） 
差額（百万円） 

(1)株式 4,105 12,986 8,880 

(2)債券 

国債・地方債等 － － － 

社債 20 20 △0 

その他 － － － 

(3)その他 1 1 0 

合計 4,127 13,008 8,881 

  
前連結会計年度末（平成18年３月31日現在） 

連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1)子会社株式及び関連会社株式 2,411 

(2)その他有価証券 

非上場株式 1,225 

合計 3,636 



（デリバティブ取引関係） 

（前中間連結会計期間末）（平成17年９月30日現在） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

（注）１．時価については、取引金融機関より提示されたものによっている。 

   ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いている。 

  

（当中間連結会計期間末）（平成18年９月30日現在） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

（注）１．時価については、取引金融機関より提示されたものによっている。 

   ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いている。 

  

（前連結会計年度末）（平成18年３月31日現在） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

（注）１．時価については、取引金融機関より提示されたものによっている。 

   ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いている。 

  

対象物の種類 取引の種類 
契約額等 
（百万円） 

時価
（百万円） 

評価損益
（百万円） 

通貨 スワップ取引 192 △31 △31

対象物の種類 取引の種類 
契約額等 
（百万円） 

時価
（百万円） 

評価損益
（百万円） 

通貨 スワップ取引 96 △2 △2

対象物の種類 種類 
契約額等 
（百万円） 

時価
（百万円） 

評価損益
（百万円） 

通貨 スワップ取引 144 △10 △10



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日） 

（注）１．事業区分は、製品の製造方法・製造過程、並びに使用目的及び販売方法の類似性に加え、当社の損益管理区分を考慮し、

ケーブル、電装・光部品、機器部品、先端製品に区分している。 

２．事業区分に属する主要製品 

３．営業費用は、全て各セグメントへ配賦している。 

４．事業区分の方法の変更 

 事業区分については、従来、「電力・電線」、「情報通信」、「電装部品」、「機器部品他」に分類していたが、当中間連結

会計期間より「情報通信」の区分に属していた事業のうち、光・通信ケーブル等の事業を「電力・電線」と合わせて 「ケーブ

ル」として、光・電子デバイス事業を 「電装部品」と合わせて 「電装・光部品」として、「機器部品他」の区分に属していた

事業のうち、工業用ゴム・樹脂製品の機器部品事業を「機器部品」として、「情報通信」の区分に属していた事業のうち、ＬＥ

Ｄ（発光ダイオード）を「機器部品他」のその他の事業と合わせて 「先端製品」としてそれぞれ区分表示することに変更し

た。 

 当社グループは数次にわたる事業構造改革により、電線・ケーブル事業はアライアンスの方向で収益の回復と存続を図ると共

に、成長力のある部品的事業を中核とする新たな事業基盤の構築に努めてきた。その方向性を明確にするため、平成17年9月に

伊丹製作所を閉鎖、売却を実施したことを契機に、ここを中心として運営してきた情報通信事業を、それぞれ相乗効果の期待で

きるケーブル事業と、電装・光部品事業に分割統合した。 

 さらに、中核の事業である機器部品事業を独立の事業区分とし、従来の機器部品他に含まれていた先端製品と情報通信事業か

ら分離したＬＥＤ事業を統合して新たに先端製品事業としてこれを括った。 

 今回の事業区分の変更は、以上の趣旨により、再編後の事業運営の成果をより適切に反映させるために行ったものである。 

 

  
ケーブル
(百万円) 

電装・光部
品 
(百万円) 

機器部品
(百万円) 

先端製品
(百万円) 

計
(百万円) 

消去又は
全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高    

(1)外部顧客に対する
売上高 

15,483 13,336 6,072 1,656 36,548 － 36,548

(2）セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

851 4 － 2 857 △857 －

計 16,335 13,340 6,072 1,658 37,406 △857 36,548

営業費用 16,300 13,832 5,356 1,969 37,458 △884 36,574

営業利益（又は営業損失
△） 

34 △491 715 △310 △52 26 △25

事業区分 主要製品名

ケーブル 
電力用電線・ケーブル、建設用被覆線、電力工事、電力付属品、光・通信ケ
ーブル、高周波ケーブル、ネットワーク機器、通信工事 

電装・光部品 自動車用ハーネス・部品、光・電子デバイス

機器部品 工業用ゴム・樹脂製品

先端製品 
床暖房、ロードヒーティング、リチウムイオン電池、ＬＥＤ（発光ダイオー
ド） 



 ５．「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当中間連結会計期間より、固定資産の

減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年8月9日))及び「固

定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日)を適用している。これにより、従

来の方法によった場合と比較し、当中間連結会計期間の営業費用は、「ケーブル」において45百万円、「電装・光部品」にお

いて23百万円、「先端製品」において25百万円減少し、営業利益はそれぞれ同額増加している。 

  

当中間連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日） 

（注）１．事業区分は、製品の製造方法・製造過程、並びに使用目的及び販売方法の類似性に加え、当社の損益管理区分を考慮し、

ケーブル、電装・光部品、機器部品、先端製品に区分している。 

２．事業区分に属する主要製品 

３．営業費用は、全て各セグメントへ配賦している。 

 

  
ケーブル
(百万円) 

電装・光部
品 
(百万円) 

機器部品
(百万円) 

先端製品
(百万円) 

計
(百万円) 

消去又は
全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高    

(1)外部顧客に対する
売上高 

23,194 13,445 6,442 920 44,003 － 44,003

(2）セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

578 6 － 2 586 △586 －

計 23,772 13,451 6,442 922 44,589 △586 44,003

営業費用 22,350 14,985 5,716 1,275 44,328 △599 43,729

営業利益（又は営業損失
△） 

1,422 △1,533 726 △353 261 12 273

事業区分 主要製品名

ケーブル 
電力用電線・ケーブル、建設用被覆線、電力工事、電力付属品、光・通信ケ
ーブル、高周波ケーブル、ネットワーク機器、通信工事 

電装・光部品 自動車用ハーネス・部品、光・電子デバイス

機器部品 工業用ゴム・樹脂製品

先端製品 
床暖房、ロードヒーティング、リチウムイオン電池、ＬＥＤ（発光ダイオー
ド） 



前連結会計年度（自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日） 

（注）１．事業区分は、製品の製造方法・製造過程、並びに使用目的及び販売方法の類似性に加え、当社の損益管理区分を考慮し、

ケーブル、電装・光部品、機器部品、先端製品に区分している。 

２．事業区分に属する主要製品 

３．営業費用は、全て各セグメントへ配賦している。 

４．事業区分の方法の変更 

 事業区分については、従来、「電力・電線」、「情報通信」、「電装部品」、「機器部品他」に分類していたが、当連

結会計年度より「情報通信」の区分に属していた事業のうち、光・通信ケーブル等の事業を「電力・電線」と合わせて 

「ケーブル」として、光・電子デバイス事業を 「電装部品」と合わせて 「電装・光部品」として、「機器部品他」の区

分に属していた事業のうち、工業用ゴム・樹脂製品の機器部品事業を「機器部品」として、「情報通信」の区分に属して

いた事業のうち、ＬＥＤ（発光ダイオード）を「機器部品他」のその他の事業と合わせて 「先端製品」としてそれぞれ区

分表示することに変更した。 

 当社グループは数次にわたる事業構造改革により、電線・ケーブル事業はアライアンスの方向で収益の回復と存続を図

ると共に、成長力のある部品的事業を中核とする新たな事業基盤の構築に努めてきた。その方向性を明確にするため、平

成17年9月に伊丹製作所を閉鎖、売却を実施したことを契機に、ここを中心として運営してきた情報通信事業を、それぞれ

相乗効果の期待できるケーブル事業と、電装・光部品事業に分割統合した。 

 さらに、中核の事業である機器部品事業を独立の事業区分とし、従来の機器部品他に含まれていた先端製品と情報通信

事業から分離したＬＥＤ事業を統合して新たに先端製品事業としてこれを括った。 

 今回の事業区分の変更は、以上の趣旨により、再編後の事業運営の成果をより適切に反映させるために行ったものであ

る。 

 

  
ケーブル
(百万円) 

電装・光部
品 
(百万円) 

機器部品
(百万円) 

先端製品
(百万円) 

計
(百万円) 

消去又は
全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高    

(1)外部顧客に対する
売上高 

35,136 27,967 11,808 2,940 77,852 － 77,852

(2）セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

1,842 17 － 2 1,862 △1,862 －

計 36,979 27,984 11,808 2,942 79,714 △1,862 77,852

営業費用 35,980 29,240 10,423 3,395 79,040 △1,911 77,128

営業利益（又は営業損失
△） 

998 △1,255 1,384 △452 674 49 723

事業区分 主要製品名

ケーブル 
電力用電線・ケーブル、建設用被覆線、電力工事、電力付属品、光・通信ケ
ーブル、高周波ケーブル、ネットワーク機器、通信工事 

電装・光部品 自動車用ハーネス・部品、光・電子デバイス

機器部品 工業用ゴム・樹脂製品

先端製品 
床暖房、ロードヒーティング、リチウムイオン電池、ＬＥＤ（発光ダイオー
ド） 



５．「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より、固定資産の減損に係

る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年8月9日))及び「固定資

産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日)を適用している。これにより、従

来の方法によった場合と比較し、当連結会計年度の営業費用は、「ケーブル」において93百万円、「電装・光部品」にお

いて42百万円、「先端製品」において86百万円減少し、営業利益はそれぞれ同額増加しており、資産は、「ケーブル」に

おいて2,885百万円、「電装・光部品」において167百万円、「先端製品」において272百万円減少している。 

  

【所在地別セグメント情報】 

 前中間連結会計期間(自平成17年４月１日 至平成17年９月30日)、当中間連結会計期間(自平成18年４月１日至平成18年９

月30日)及び前連結会計年度(自平成17年４月１日 至平成18年３月31日)において、本邦の売上高の金額は、全セグメントの

売上高の合計に占める割合が90％超であるため、記載を省略している。 

  

【海外売上高】 

 前中間連結会計期間(自平成17年４月１日 至平成17年９月30日)、当中間連結会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年９

月30日)及び前連結会計年度(自平成17年４月１日至平成18年３月31日)において、海外売上高が連結売上高の10％未満のた

め、海外売上高の記載を省略している。 

 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益又は1株当たり中間純損失の算定上の基礎 

  

（重要な後発事象） 

     該当事項はない。 

  

(2）【その他】 

 該当事項はない。 

  

  

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  
１株当たり純資産額 124円35銭

１株当たり中間純利益 6円94銭

 
１株当たり純資産額 133円04銭

１株当たり中間純損失 1円55銭

１株当たり純資産額 136円61銭

１株当たり当期純利益 11円29銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式が存在していないため記載してい

ない。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、中間純

損失を計上しているため記載してい

ない。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、潜在株

式が存在していないため記載してい

ない。 

  
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

中間（当期）純利益（百万円） 1,347 － 2,192 

中間純損失（百万円） － 317 － 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円） 
1,347 － 2,192 

普通株式に係る中間純損失（百万円） － 317 － 

期中平均株式数（千株） 194,117 205,210 194,114 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

 

    
前中間会計期間末

（平成17年９月30日現在） 
当中間会計期間末

（平成18年９月30日現在） 
前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日現在） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）      

Ⅰ 流動資産      

1. 現金及び預金 ※２ 1,915 1,343 2,586  

2. 受取手形 ※2,5 3,082 7,084 5,109  

3. 売掛金   16,760 18,397 16,514  

4. たな卸資産   4,572 12,659 11,289  

5. 繰延税金資産   373 414 811  

6. 短期貸付金   2,103 5,113 3,248  

7. 未収入金   4,499 14,767 12,738  

8. その他   291 788 500  

9. 貸倒引当金   △495 △1,777 △1,635  

流動資産合計    33,103 42.9 58,791 58.2  51,163 54.6

Ⅱ 固定資産      

1. 有形固定資産 ※1,2    

(1) 建物   3,216 5,463 4,813  

(2) 機械及び装置   3,198 4,140 3,493  

(3) 土地   7,255 7,678 7,678  

(4) 建設仮勘定   848 1,605 2,876  

(5) その他   897 1,978 1,771  

有形固定資産合計    15,415 20,866  20,633 

2. 無形固定資産    145 118  153 

3. 投資その他の資産      

(1) 関係会社株式   3,337 3,916 3,186  

(2) 投資有価証券 ※２ 11,505 12,267 13,996  

(3) 繰延税金資産   1,561 2,301 1,130  

(4) 長期貸付金   4,515 1,542 1,640  

(5) 長期未収入金   4,996 － －  

(6) その他   3,434 3,004 2,963  

(7) 貸倒引当金   △126 △315 △141  

(8) 投資損失引当金   △689 △1,436 △983  

投資その他の資産合計    28,535 21,280  21,792 

固定資産合計    44,096 57.1 42,266 41.8  42,579 45.4

資産合計    77,199 100.0 101,057 100.0  93,743 100.0

       



  
 

    
前中間会計期間末

（平成17年９月30日現在） 
当中間会計期間末

（平成18年９月30日現在） 
前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日現在） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）      

Ⅰ 流動負債      

1. 支払手形 ※５ － 1,656 1,570  

2. 買掛金   13,313 18,728 13,786  

3. 短期借入金 ※２ 21,891 29,096 32,658  

4. 未払法人税等   57 83 110  

5. 未払費用   8,777 8,494 8,897  

6. 前受金   441 312 290  

7. その他 ※５ 2,420 5,478 4,461  

流動負債合計    46,902 60.8 63,850 63.2  61,775 65.9

Ⅱ 固定負債      

1. 長期借入金 ※２ 1,025 3,985 1,530  

2. 退職給付引当金   4,165 5,066 4,718  

3. 役員退職慰労引当金   44 23 44  

4. 製品保証損失引当金   227 76 174  

5. その他   1,642 451 200  

固定負債合計    7,105 9.2 9,601 9.5  6,669 7.1

負債合計    54,008 70.0 73,452 72.7  68,444 73.0

       

（資本の部）      

Ⅰ 資本金    17,278 22.4 － －  17,278 18.4

Ⅱ 資本剰余金      

1. 資本準備金   1,190 － 1,190  

2. その他資本剰余金   － － 0  

資本剰余金合計    1,190 1.5 － －  1,190 1.3

Ⅲ 利益剰余金      

1.中間(当期)未処分利益   990 － 1,608  

利益剰余金合計    990 1.3 － －  1,608 1.7

Ⅳ その他有価証券評価差額金    3,743 4.8 － －  5,235 5.6

Ⅴ 自己株式    △12 △0.0 － －  △14 △0.0

資本合計    23,191 30.0 － －  25,298 27.0

負債資本合計    77,199 100.0 － －  93,743 100.0



  

  

    
前中間会計期間末
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（純資産の部）      

Ⅰ 株主資本      

１.資本金    － － 19,278 19.1  － －

２.資本剰余金      

(1）資本準備金   － 3,190 －  

(2）その他資本剰余金   － 0 －  

資本剰余金合計    － － 3,190 3.1  － －

３.利益剰余金      

(1）利益準備金   － 38 －  

(2）その他利益剰余金      

繰越利益剰余金   － 876 －  

利益剰余金合計    － － 915 0.9  － －

４.自己株式    － － △17 △0.0  － －

株主資本合計    － － 23,367 23.1  － －

Ⅱ 評価・換算差額等      

１.その他有価証券評価差額金    － － 4,236 4.2  － －

評価・換算差額等合計    － － 4,236 4.2  － －

純資産合計    － － 27,604 27.3  － －

負債純資産合計    － － 101,057 100.0  － －

       



②【中間損益計算書】 

  
  

    
前中間会計期間

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高    31,803 100.0 38,778 100.0  67,519 100.0

Ⅱ 売上原価    27,723 87.2 33,318 85.9  58,192 86.2

売上総利益    4,080 12.8 5,460 14.1  9,326 13.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費    3,546 11.1 4,903 12.6  7,573 11.2

営業利益    534 1.7 557 1.4  1,752 2.6

Ⅳ 営業外収益 ※１  440 1.4 453 1.2  727 1.1

Ⅴ 営業外費用 ※２  380 1.2 557 1.4  720 1.1

経常利益    593 1.9 453 1.2  1,759 2.6

Ⅵ 特別利益 ※３  6,978 21.9 153 0.4  8,153 12.1

Ⅶ 特別損失 ※４  5,370 16.9 964 2.5  7,377 10.9

税引前中間(当期)純利益    2,202 6.9 － －  2,535 3.8

税引前中間純損失    － － 357 △0.9  － －

法人税、住民税及び事業
税 

  17 41 43  

法人税等調整額   1,193 1,211 3.8 △94 △52 △0.1 882 926 1.4

中間（当期）純利益    990 3.1 － －  1,608 2.4

中間純損失    － － 304 △0.8  － －

中間（当期）未処分利益    990 －  1,608 

       



③【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

  

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目である。 

  

  

  次へ 

  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 
株主資本
合計 資本準備

金 
その他資
本剰余金 

資本剰余
金合計 

利益準備
金 

その他利益
剰余金 

利益剰余
金合計 繰越利益

剰余金 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

17,278 1,190 0 1,190 － 1,608 1,608 △14 20,063

中間会計期間中の変動額   

新株の発行 1,999 1,999 － 1,999 － － － － 3,999

剰余金の配当（注） － － － － － △388 △388 － △388

利益準備金積立て（注） － － － － 38 △38 － － －

中間純損失 － － － － － △304 △304 － △304

自己株式の取得 － － － － － － － △2 △2

自己株式の処分 － － 0 0 － － － 0 0

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額） 

－ － － － － － － － －

中間会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

1,999 1,999 0 2,000 38 △731 △693 △2 3,304

平成18年９月30日 残高 
（百万円） 

19,278 3,190 0 3,190 38 876 915 △17 23,367

  

評価・換算差額等

純資産合計 
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

5,235 5,235 25,298

中間会計期間中の変動額 

新株の発行 － － 3,999

剰余金の配当（注） － － △388

利益準備金積立て（注） － － －

中間純損失 － － △304

自己株式の取得 － － △2

自己株式の処分 － － 0

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額） 

△998 △998 △998

中間会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

△998 △998 2,305

平成18年９月30日 残高 
（百万円） 

4,236 4,236 27,604



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価方法 １．資産の評価基準及び評価方法 １．資産の評価基準及び評価方法 

(1）有価証券 (1）有価証券 (1)有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式 

……移動平均法による原価法 同  左 同  左 

その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

時価のあるもの……中間決

算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部資

本直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により

算定している） 

時価のあるもの……中間決

算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法によ

り算定している） 

時価のあるもの……決算日

の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定

している） 

時価のないもの……移動平

均法による原価法 

時価のないもの 

同  左 

時価のないもの 

同  左 

(2）デリバティブ (2）デリバティブ (2)デリバティブ 

 時価法 同  左 同  左 

(3）たな卸資産 (3）たな卸資産 (3)たな卸資産 

原材料及び仕掛品の一部……

総平均法による低価法 

その他のたな卸資産……総平

均法による原価法 

同  左 同  左 

２．固定資産の減価償却の方法 ２．固定資産の減価償却の方法 ２．固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1)有形固定資産 

 建物及び構築物は定額法、そ

の他は定率法によっている。な

お、主な耐用年数は次のとおり

である。 

同  左 同  左 

建物及び構築物 ３年～47年 

機械装置及び運搬具 

２年～15年 

    

(2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2)無形固定資産 

 定額法によっている。 

 ただし、自社利用のソフトウ

ェアについては、社内における

利用可能期間（５年）に基づく

定額法。 

３. ────────── 

同  左 

  

  

  

  

３．繰延資産の処理方法 

 株式交付費 

支出時に費用処理している。 

同  左 

  

  

  

  

３. ────────── 



 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

４．引当金の計上基準 ４．引当金の計上基準 ４．引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 (1)貸倒引当金 

 債権の貸倒による損失に備え

るため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に

回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上している。 

同  左 同  左 

(2）退職給付引当金 (2）退職給付引当金 (2)退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づ

き、当中間会計期間末において

発生していると認められる額を

計上している。 

 なお、数理計算上の差異は、

各事業年度の発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（17年）による定額

法により翌事業年度から費用処

理している。また、過去勤務債

務は、その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年

数（5年）による定額法により

費用処理している。 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づ

き、当中間会計期間末において

発生していると認められる額を

計上している。 

 なお、数理計算上の差異は、

各事業年度の発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（15年～17年）によ

る定額法により翌事業年度から

費用処理している。また、過去

勤務債務は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（5年）による定額法に

より費用処理している。 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づ

き計上している。 

 なお、数理計算上の差異は、

各事業年度の発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（17年）による定額

法により翌事業年度から費用処

理している。また、過去勤務債

務は、その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年

数（5年）による定額法により

費用処理している。 

(3）役員退職慰労引当金 (3）役員退職慰労引当金 (3)役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づく中間期

末要支給額を計上している。 

同  左  役員の退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づく期末要

支給額を計上している。 

(4）投資損失引当金 (4）投資損失引当金 (4)投資損失引当金 

 関係会社への投資に係る損失

に備えるため、当該会社の財政

状態を個別に勘案し必要額を計

上している。 

  

 関係会社への投資に係る損失

に備えるため、当該会社の財政

状態を個別に勘案し損失負担見

込額を計上している。 

 関係会社への投資に係る損失

に備えるため、当該会社の財政

状態を個別に勘案し必要額を計

上している。 

    

    



 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(5)製品保証損失引当金 (5)製品保証損失引当金 (5)製品保証損失引当金 

 顧客に納入した製品に対し発生

したクレームに係わる費用に備え

るため、今後発生が見込まれる保

証損失費などについて合理的に見

積もられる金額を計上している。 

同  左 同  左 

５．リース取引の処理方法 ５．リース取引の処理方法 ５．リース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっている。 

同  左 同  左 

６．ヘッジ会計の方法 ６．ヘッジ会計の方法 ６．ヘッジ会計の方法 

(1）ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用してい

る。また、金利スワップについ

ては、特例処理の要件を満たし

ている場合は特例処理を採用し

ている。なお、為替予約が付さ

れている外貨建金銭債権債務に

ついては振当処理を採用してい

る。 

 繰延ヘッジ処理を採用してい

る。また、金利スワップについ

ては、特例処理の要件を満たし

ている場合は特例処理を採用し

ている。 

 繰延ヘッジ処理を採用してい

る。また、金利スワップについ

ては、特例処理の要件を満たし

ている場合は特例処理を採用し

ている。なお、為替予約が付さ

れている外貨建金銭債権債務に

ついては振当処理を採用してい

る。 

(2）ヘッジ手段、ヘッジ対象とヘ

ッジ方針 

(2）ヘッジ手段、ヘッジ対象とヘ

ッジ方針 

(2)ヘッジ手段、ヘッジ対象とヘ

ッジ方針 

 外貨建金銭債権債務の将来の

為替レートの変動リスクを回避

するため、実需の範囲内で為替

予約取引を行っている。また、

借入金の金利変動に伴うリスク

を回避するため、金利スワップ

取引を行っている。 

 借入金の金利変動に伴うリス

クを回避するため、金利スワッ

プ取引を行っている。 

 外貨建金銭債権債務の将来の

為替レートの変動リスクを回避

するため、実需の範囲内で為替

予約取引を行っている。また、

借入金の金利変動に伴うリスク

を回避するため、金利スワップ

取引を行っている。 

(3）ヘッジ有効性評価の方法 (3）ヘッジ有効性評価の方法 (3) ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ手段及びヘッジ対象に

ついて、個別取引毎のヘッジ効

果を検証している。ただし、ヘ

ッジ手段とヘッジ対象に関する

元本、利率、通貨、期間、期日

等の重要な条件が同一の場合

は、ヘッジ効果が極めて高いこ

とから、ヘッジの有効性の評価

は省略している。 

同  左      同  左 



  

 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

７．その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

７．その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

７．その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

(1）消費税等の会計処理方法 (1）消費税等の会計処理方法 (1）消費税等の処理方法 

 消費税等の会計処理は税抜方

式によっている。なお、「仮払

消費税等」及び「仮受消費税

等」は相殺のうえ、中間貸借対

照表上流動負債の「その他」に

含めて表示している。 

 消費税等の会計処理は税抜方

式によっている。なお、「仮払

消費税等」及び「仮受消費税

等」は相殺のうえ、中間貸借対

照表上流動資産の「未収入金」

に含めて表示している。 

 消費税等の会計処理は税抜方

式によっている。 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間より、固定資産の

減損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会 平成14

年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第６号 平成15

年10月31日）を適用している。これ

により、営業利益及び経常利益は71

百万円増加し、税引前中間純利益は

3,138百万円減少している。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間財務諸表等規則に

基づき各資産の金額から直接控除し

ている。 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等及び自己株式及び

準備金の額の減少等に関する会計基

準等の一部改正） 

 当中間会計期間より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準第5号 

平成17年12月9日）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」（企業会計

基準適用指針第8号 平成17年12月

9日）並びに「自己株式及び準備金

の額の減少等に関する会計基準」

（企業会計基準第1号 最終改正平

成18年8月11日）及び「自己株式及

び準備金の額の減少等に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第2号 最終改正平成18

年8月11日）を適用している。これ

による損益に与える影響はない。 

 これまでの資本の部の合計に相

当する金額は27,604百万円であ

る。 

 なお、当中間会計期間における

中間貸借対照表の純資産の部につ

いては、中間財務諸表等規則の改

正に伴い、改正後の中間財務諸表

等規則により作成している。 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度より、固定資産の減損

に係る会計基準（「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８

月９日））及び「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第６号 平成15年10

月31日）を適用している。これによ

り、営業利益及び経常利益は141百

万円増加し、税引前当期純利益は

3,068百万円減少している。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の財務諸表等規則に基

づき各資産の金額から直接控除し

ている。 



表示方法の変更 

  

  

  次へ 

前中間会計期間
（自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日） 

（中間貸借対照表） ────────── 

 「未収入金」は、前中間会計期間までは、流動資産

の「その他」に含めて表示していたが、当中間会計期

間において資産の総額の100分の５を超えたため区分掲

記した。 

 なお、前中間会計期間末の「未収入金」の金額は

2,613百万円である。 

 「長期貸付金」は、前中間会計期間までは、投資そ

の他の資産の「その他」に含めて表示していたが、当

中間会計期間において資産の総額の100分の５を超えた

ため区分掲記した。 

 なお、前中間会計期間末の「長期貸付金」の金額は

899百万円である。 

 「未払費用」は、前中間会計期間までは、流動負債

の「その他」に含めて表示していたが、当中間会計期

間において資産の総額の100分の５を超えたため区分掲

記した。 

 なお、前中間会計期間末の「未払費用」の金額は

1,402百万円である。 

  



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

 

前中間会計期間末 
（平成17年９月30日現在） 

当中間会計期間末
（平成18年９月30日現在） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日現在） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

（百万円） （百万円） （百万円） 

36,127 52,226 52,539 

※２ 担保に供している資産 ※２ 担保に供している資産 ※２ 担保に供している資産 

① 受取手形のうち2,047百万円、投

資有価証券のうち8,538百万円は、

長期借入金875百万円、短期借入金

（長期借入金のうち１年以内返済予

定額を含む）15,391百万円の担保の

用に供している。 

① 受取手形のうち2,361百万円、投

資有価証券のうち8,518百万円及び

定期預金のうち50百万円は、長期借

入金2,500百万円、短期借入金（長

期借入金のうち１年以内返済予定額

を含む）20,142百万円の担保の用に

供している。 

① 受取手形のうち2,046百万円、投

資有価証券のうち12,682百万円及び

定期預金のうち50百万円は、長期借

入金525百万円、短期借入金（長期

借入金のうち１年以内返済予定額を

含む）23,580百万円の担保の用に供

している。 

② 土地323百万円、建物89百万円及

び工場財団の固定資産により、長期

借入金525百万円、短期借入金（長

期借入金のうち１年以内返済予定額

を含む）13,191百万円の担保の用に

供しているものの種類及び簿価は次

のとおりである。 

② 土地1,803百万円、建物575百万円

及び工場財団の固定資産により、長

期借入金525百万円、短期借入金

（長期借入金のうち１年以内返済予

定額を含む）2,264百万円の担保の

用に供しているものの種類及び簿価

は次のとおりである。 

② 土地1,803百万円、建物593百万円

及び工場財団の固定資産により、長

期借入金780百万円、短期借入金

（長期借入金のうち１年以内返済予

定額を含む）21,848百万円の担保の

用に供しているものの種類及び簿価

は次のとおりである。 
  

  
工場財団 
（百万円） 

建物 2,451

機械及び装置 2,554

土地 5,428

その他の有形固定資産 481

  

  
工場財団
（百万円） 

建物 4,461

機械及び装置 3,782

土地 5,827

その他の有形固定資産 1,145

工場財団 
(百万円) 

建物 3,728 

機械及び装置 3,178 

土地 5,827 

その他の有形固定資産 928 

      



  

  

  次へ 

前中間会計期間末 
（平成17年９月30日現在） 

当中間会計期間末
（平成18年９月30日現在） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日現在） 

３ 保証債務 ３ 保証債務 ３ 保証債務 

（1）下記の会社の債務に対して債務保

証を行っている。 

（1）下記の会社の債務に対して債務保

証を行っている。 

（1）下記の会社の債務に対して債務

保証を行なっている。 
  

  

（保証先） （種類） （金額） 
（百万円） 

菱星電装㈱ 銀行借入 5,312

その他３社 銀行借入 292

合計   5,604

 

（被保証者） （種類） （金額） 
（百万円） 

花伊電線㈱ 銀行借入他 154

P.T.DIA 

ELECTRO 

CIRCUIT 

SYSTEMS 

INDONESIA 

  

  

  

  

銀行借入 

 

 

 

 

123

その他２社 銀行借入 115

合計   393

  

（被保証者） （種類） （金額） 
（百万円） 

花伊電線㈱ 銀行借入他 167

その他３社 銀行借入 194

合計   362

 その他３社の中には外貨建保証債務が

含まれている。（1,560千ＵＳドル） 

 P.T.DIA ELECTRO CIRCUIT SYSTEMS 

INDONESIAの中には外貨建保証債務が含

まれている。（1,050千ＵＳドル） 

 その他３社の中には外貨建保証債務が

含まれている。（1,150千ＵＳドル） 

（2）金融機関が㈱エクシムへ発行する

契約履行保証状等に対して850百万

円の債務保証を行っている。 

当該保証債務の中には以下の外貨

建保証債務が含まれている。 

（4,284千ＵＡＥディルハム） 

（1,835千ＵＳドル） 

（58千ユーロ） 

（10千カタール・リアル） 

（30,643千タイ・バーツ） 

（18千クウェート・ディナール） 

（2）㈱エクシムが受注している工事請負

契約等に対して金融機関が発行す

る契約履行保証状等に関し、1,706

百万円の保証を行っている。 

当該保証債務の中には以下の外貨

建保証債務が含まれている。 

（11,665千ＵＡＥディルハム） 

（5,397千ＵＳドル） 

（47千ユーロ） 

（8千カタール・リアル） 

（24,514千タイ・バーツ） 

（691千クウェート・ディナール） 

（2）㈱エクシムが受注している工事請

負契約等に対して金融機関が発行

する契約履行保証状等に関し、

1,274百万円の保証を行っている。 

当該保証債務の中には以下の外貨

建保証債務が含まれている。 

（4,099千ＵＡＥディルハム） 

（2,565千ＵＳドル） 

（58千ユーロ） 

（10千カタール・リアル） 

（30,643千タイ・バーツ） 

（817千クウェート・ディナール） 

（3）従業員の銀行からの借入金に対

し、債務保証を行っている。 

（3）従業員の銀行からの借入金に対

し、債務保証を行っている。 

（3）従業員の銀行からの借入金に対

し、債務保証を行っている。 

（百万円） （百万円） （百万円） 

13 11 11 

４ 債権流動化による遡及義務 ４ 債権流動化による遡及義務 ４ 債権流動化による遡及義務 

（百万円） （百万円） （百万円） 

2,838 6,827 3,903 

     

※５  ────── ※５ 中間会計期間末日満期手形につい

ては、手形交換日をもって決済処

理している。 

なお、当中間会計期間末日が金融

機関の休日であったため、次の中

間会計期間末日満期手形が当中間

会計期間末残高に含まれている。 

受取手形 557

支払手形 315

設備支払手形（流動
負債「その他」） 

14

※５  ────── 



（中間損益計算書関係） 

 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ 営業外収益の主要項目 ※１ 営業外収益の主要項目 ※１ 営業外収益の主要項目 
  

  （百万円）

受取利息 54

受取配当金 128

  
  （百万円）

受取利息 55

受取配当金 144

  （百万円）

受取利息 125

受取配当金 170

※２ 営業外費用の主要項目 ※２ 営業外費用の主要項目 ※２ 営業外費用の主要項目 
  

  （百万円）

支払利息 217

  
  （百万円）

支払利息 307

  （百万円）

支払利息 439

※３ 特別利益の主要項目 ※３ 特別利益の主要項目 ※３ 特別利益の主要項目 
  

  （百万円）

固定資産売却益 6,052

投資有価証券売却益 907

  

  

  （百万円）

投資有価証券売却益 153

  （百万円）

固定資産売却益 6,718

投資有価証券売却益 907

 固定資産売却益の主たる内訳は伊丹製作

所土地に係るものである。 

   固定資産売却益の主たる内訳は伊丹製作

所土地に係るものである。 

※４ 特別損失の主要項目 ※４ 特別損失の主要項目 ※４ 特別損失の主要項目 
  

  

  （百万円）

減損損失 3,209

関係会社株式評価損 1,262

  

  

  （百万円）

投資損失引当金繰入額 365

貸倒引当金繰入額 418

  （百万円）

関係会社株式評価損 2,040

貸倒引当金繰入額 1,369

減損損失 3,209

（減損損失） 

（資産のグルーピングの方法） 

 当社は、事業の種類別セグメントを基礎

に、主として製品の品種別を単位として資

産をグルーピングしている。また、遊休資

産等については、個々の資産単位で区分し

ている。 

  

────── 

  

  

  

（減損損失） 

（資産のグルーピングの方法） 

 当社は、事業の種類別セグメントを基

礎に、主として製品の品種別を単位とし

て資産をグルーピングしている。また、

遊休資産等については、個々の資産単位

で区分している。 

（減損損失の認識に至った経緯）   （減損損失の認識に至った経緯） 

 当中間会計期間において、事業用資産の

うち、製品等の市場価格等の下落等により

収益性が著しく悪化している資産グループ

について、また、遊休資産等のうち、市場

価格の下落等により回収可能価額が帳簿価

額を下回るものについて、それぞれ帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減少額

を減損損失（3,209百万円）として特別損

失に計上している。その内訳は以下の通り

である。 

   当事業年度において、事業用資産のう

ち、製品等の市場価格等の下落等により

収益性が著しく悪化している資産グルー

プについて、また、遊休資産等のうち、

市場価格の下落等により回収可能価額が

帳簿価額を下回るものについて、それぞ

れ帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失（3,209百万円）と

して特別損失に計上している。その内訳

は以下の通りである。 



  

 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  

  

用途 場所 種類 
減損損
失の額 
(百万円)

通信ケーブル
製造設備 

福井県
福井市 

土地、
建物、
機械装
置等 

1,330

屑線解体設備 
大阪府
能勢町 

土地、
建物等 

912

その他の事業
用資産 

兵庫県
伊丹市
他 

機械装
置等 

262

遊休資産 
兵庫県
伊丹市
他 

土地 704

合計     3,209

  ────── 

  

用途 場所 種類 
減損損
失の額 
(百万円) 

通信ケーブル
製造設備 

福井県
福井市 

土地、
建物、
機械装
置等 

1,330 

屑線解体設備
大阪府
能勢町 

土地、
建物等 

912 

その他の事業
用資産 

兵庫県
伊丹市
他 

機械装
置等 

262 

遊休資産
兵庫県
伊丹市
他 

土地 704 

合計    3,209 

※勘定科目毎の減損損失の内訳   ※勘定科目毎の減損損失の内訳 

建物998百万円、機械装置253百万円、

土地1,636百万円、その他321百万円 

  

  

  

建物998百万円、機械装置253百万円、

土地1,636百万円、その他321百万円 

（回収可能価額の算定方法）   （回収可能価額の算定方法） 

 減損損失の測定における回収可能価額

は、事業用資産については使用価値を使用

し、将来キャッシュフローを5.0％で割り

引いて算定している。 

 また、遊休資産等については、正味売却

価額を使用し、その時価を重要性が高いも

のについては不動産鑑定評価額、それ以外

のものについては固定資産税評価額等から

算出している。 

   減損損失の測定における回収可能価額

は、事業用資産については使用価値を使用

し、将来キャッシュフローを5.0％で割り

引いて算定している。 

 また、遊休資産等については、正味売却

価額を使用し、その時価を重要性が高いも

のについては不動産鑑定評価額、それ以外

のものについては固定資産税評価額等から

算出している。 

５ 減価償却実施額 ５ 減価償却実施額 ５ 減価償却実施額 
  

  （百万円）

有形固定資産 485

無形固定資産 28

  
  （百万円）

有形固定資産 697

無形固定資産 23

  （百万円）

有形固定資産 1,080

無形固定資産 55



（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

(注) 自己株式の増加15千株は、単元未満株式の買取によるものである。減少0千株は、単元未満株式の処分によるものである。 

  

  

  次へ 

  

  
前事業年度末株式
数（千株） 

当中間会計期間増
加株式数（千株） 

当中間会計期間減
少株式数（千株） 

当中間会計期間末
株式数（千株） 

普通株式 124 15 0 139 

合計 124 15 0 139 



（リース取引関係） 

  

  

  次へ 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引(借主側) 

１．リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引(借主側) 

１．リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引(借主側) 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び中間期末残高

相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び中間期末残高

相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び期末残高相当

額 
  

  

  

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

中間期
末残高
相当額 
(百万円)

工具器具及び
備品 

500 261 239

その他 162 13 148

合計 663 275 387

  

  

  

取得価
額相当
額 
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円)

中間期
末残高
相当額 
(百万円)

機械装置 283 69 214

工具器具及び
備品 

1,162 631 531

その他 44 24 19

合計 1,490 725 765

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

期末残
高相当
額 
(百万円) 

機械装置 323 81 241 

車両及び運搬
具 

8 5 3 

工具器具及び
備品 

1,162 608 553 

その他 55 33 21 

合計 1,549 728 820 

（注） 取得価額相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定資産の

中間期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算

定している。 

（注）      同  左 （注） 取得価額相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末

残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定してい

る。 

(2)未経過リース料中間期末残高相当額 (2)未経過リース料中間期末残高相当額 (2)未経過リース料期末残高相当額 
  
  （百万円） 

１年内 115 

１年超 272 

合計 387 

  
  （百万円）

１年内 296 

１年超 468 

合計 765 

  （百万円）

１年内 304  

１年超 516  

合計 820  

（注） 未経過リース料中間期末残高相当

額は、未経過リース料中間期末残

高が有形固定資産の中間期末残高

等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定している。 

（注）      同  左 （注） 未経過リース料期末残高相当額

は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法

により算定している。 

(3)支払リース料及び減価償却費相当額 (3)支払リース料及び減価償却費相当額 (3)支払リース料及び減価償却費相当額 
  
  （百万円） 

支払リース料 50 

減価償却費相当額 50 

  
  （百万円）

支払リース料 166 

減価償却費相当額 166 

  （百万円）

支払リース料 148  

減価償却費相当額 148  

(4)減価償却費相当額の算定方法 (4)減価償却費相当額の算定方法 (4)減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし残存価額

を零とする定額法によっている。 

同  左 同  左 



（有価証券関係） 

 前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。 

  

 



（１株当たり情報） 

  

 （注） １株当たり中間（当期）純利益又は１株当たり中間純損失の算定上の基礎 

  

 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  
１株当たり純資産額 119円44銭

１株当たり中間純利益 5円10銭

 
１株当たり純資産額 127円58銭

１株当たり中間純損失 1円48銭

１株当たり純資産額 130円30銭

１株当たり当期純利益 8円28銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式が存在していないため記載してい

ない。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、中間純

損失を計上しているため記載してい

ない。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、潜在株

式が存在していないため記載してい

ない。 

  
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

中間（当期）純利益（百万円） 990 － 1,608 

中間純損失（百万円） ― 304 － 

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益
（百万円） 

990 － 1,608 

普通株式に係る中間純損失（百万円） ― 304 － 

期中平均株式数（千株） 194,163 205,254 194,158 



（重要な後発事象） 

 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

重要な子会社との合併 

 平成17年12月6日開催の当社取締

役会において当社の子会社である菱

星電装株式会社との合併承認を決議

し、同日付けで同社との合併契約書

を締結した。当社グループの自動車

部品事業は、これまで、菱星電装株

式会社が中核子会社として開発・設

計・製造を担い、当社がその販売を

行ってきたが、当社は両社で分担し

てきた機能を一本化し、同事業に経

営資源の重点投入を行い拡充するた

め、同社を吸収合併するものであ

る。 

（1）合併方式 

 当社を存続会社とする簡易合併

による吸収合併方式で、菱星電装

株式会社は消滅会社となる。 

（2）合併比率等 

 当社は、消滅会社の発行済株式

の全てを保有していることから、

合併に際しては、新たな株式を発

行しない。 

（3）合併交付金 

 当社は、消滅会社の発行済株式

の全てを保有していることから、

合併交付金の支払いは行わない。 

（4）増加すべき資本・法定準備金等

の額 

 当社は、菱星電装株式会社の発

行済み株式の全部を所有してお

り、合併による新株発行及び資本

金の増加はない。合併により合併

差益が生じた場合には、当社の資

本準備金とする。 

（5）引継ぐ資産負債 

 当社は、合併期日において菱星

電装株式会社の資産負債及び権利

義務の一切を承継する。 

────── 

  

────── 

  



  

  

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（6）合併当事会社の概要 

（7）合併期日 

  平成18年2月1日 

・名称 

菱星電装株式会社 

・事業内容 

自動車用部品の製造販売 

・平成17年3月末財務状況（百万円）

総資産 16,774 

株主資本 1,157 

・平成17年3月度業績  （百万円）

売上高 20,813 

営業損失 771 

経常損失 888 

当期純損失 828 

・従業員数 468名 

    



(2）【その他】 

 該当事項はない。 

  

  



第６【提出会社の参考情報】 
  

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出している。 

  

(1）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第144期）（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）平成18年６月29日関東財務局長に提出 

  

(2) 有価証券届出書（第三者割当増資）及びその添付書類 

平成18年７月13日関東財務局長に提出 

  

 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 
  

 該当事項はない。 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の中間監査報告書 

    平成１７年１２月１６日 

三菱電線工業株式会社     

  取締役会 御中     

  あずさ監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員

  
  
公認会計士 阿部 隆哉  印 

  
指定社員 

業務執行社員

  
  
公認会計士 常本 良治  印 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 上坂 善章  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている三

菱電線工業株式会社の平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成

１７年４月１日から平成１７年９月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連

結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間

連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明

することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中

間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚

偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に

必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対

する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成

基準に準拠して、三菱電線工業株式会社及び連結子会社の平成１７年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって

終了する中間連結会計期間（平成１７年４月１日から平成１７年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フロ

ーの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

(1）「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載されているとおり、会社は当中間連結

会計期間より固定資産の減損に係る会計基準を適用している。 

(2）セグメント情報「事業の種類別セグメント情報」の（注）４．「事業区分の方法の変更」に記載されていると

おり、会社は事業区分の方法を変更した。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上

 （注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

いる。 



  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の中間監査報告書 

    平成１８年１２月２０日 

三菱電線工業株式会社     

  取締役会 御中     

  あずさ監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員

  
  
公認会計士 阿部 隆哉  印 

  
指定社員 

業務執行社員

  
  
公認会計士 髙橋 宏   印 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 上坂 善章  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている三

菱電線工業株式会社の平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成

１８年４月１日から平成１８年９月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連

結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。

この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意

見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中

間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚

偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に

必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対

する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成

基準に準拠して、三菱電線工業株式会社及び連結子会社の平成１８年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって

終了する中間連結会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フロ

ーの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上

 （注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

いる。 



  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の中間監査報告書 

    平成１７年１２月１６日 

三菱電線工業株式会社     

  取締役会 御中     

  あずさ監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員

  
  
公認会計士 阿部 隆哉  印 

  
指定社員 

業務執行社員

  
  
公認会計士 常本 良治  印 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 上坂 善章  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている三

菱電線工業株式会社の平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの第１４４期事業年度の中間会計期間（平

成１７年４月１日から平成１７年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計

算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から

中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中

間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応

じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明

のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠して、三菱電線工業株式会社の平成１７年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平

成１７年４月１日から平成１７年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

(1）「中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載されているとおり、会社は当中間会計期間

より固定資産の減損に係る会計基準を適用している。 

(2）「重要な後発事象」に記載されているとおり、会社は平成１７年１２月６日付で子会社である菱星電装株式会

社との合併契約を締結している。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

 （注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

いる。 



  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の中間監査報告書 

    平成１８年１２月２０日 

三菱電線工業株式会社     

  取締役会 御中     

  あずさ監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 阿部 隆哉  印 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 髙橋 宏   印 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 上坂 善章  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている三

菱電線工業株式会社の平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの第１４５期事業年度の中間会計期間（平

成１８年４月１日から平成１８年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算

書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中

間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応

じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明

のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠して、三菱電線工業株式会社の平成１８年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平

成１８年４月１日から平成１８年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

 （注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

いる。 
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